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石狩市教育委員会会議（８月定例会）資料 

 

 

 

＜議 案＞ 

・令和４年度に使用する小学校用教科用図書の採択について・・・・・ 別 添１ 

 ・令和４年度に使用する中学校用教科用図書の採択について・・・・・ 別 添１ 

・令和４年度使用教科用図書のうち学校教育法附則第９条に規定する 

教科用図書の採択について・・・・・・・・ 別 添２ 

 

＜協議事項＞ 

・教育委員会の点検・評価の実施について（令和２年度実施分）・・・・別 冊 

 

＜報告事項＞ 

 ・学び交流センターを公民館とすることについて（パブリックコメント） 

・・・・Ｐ１～Ｐ３ 

 ・令和３年度「俳句のまち～いしかり～」俳句コンテストの実施結果について 

・・・・Ｐ４～Ｐ５ 

 

 

 

 

石 狩 市 教 育 委 員 会 



パブリックコメント（意見募集）実施要領 

 

１．市民参加手続きのテーマ 

学び交流センターを公民館とすることについて 

 

２．意見の提出先  

石狩市役所 企画経済部 企画課 

〒061-3292 石狩市花川北 6 条 1丁目 30番地 2  

Tel：0133-72-3161  Fax：0133-74-5581 

E-mail:kikaku@city.ishikari.hokkaido.jp 

 

３．意見の提出方法  

文書持参、郵送、ファクス、E メール、音声ファイル、録音テープのいずれか  

（氏名、住所、連絡先を明記） 

 

４．意見募集期間  

令和 3 年 9 月 1日（水）から令和 3年 9 月 30 日（木）まで 

 

５．意見提出者の範囲  

年齢などの制限はなく、どなたでも提出できます 

 

６．意見の検討結果の公表  

令和 3 年 10 月中に公表予定 

 

７．市の原案  

添付資料のとおり 

 

８．原案の概要  

石狩市公民館本館は、生涯学習施設の拠点として利用されてきましたが、築 50 年が経

過し、老朽化も進んでいることから、今年度末（令和 4年 3月末）をもって廃止し、代替施設

として、今年度整備・改修する石狩市学び交流センターを新たな公民館とすることを検討し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i9804001
テキスト ボックス
１



学び交流センターを公民館とすることについて 

 

 石狩市公民館本館は、生涯学習の拠点施設として利用されてきましたが、築 50 年が経過

し、老朽化も進んでいることから、今年度末（令和４年 3 月末）をもって廃止し、代替施設

として、今年度整備・改修する石狩市学び交流センターを新たな公民館とすることについて

意見を募集します。 

 

１．石狩市公民館本館の概要 

（１）所在地：石狩市花川北６条１丁目 42 番地 

（２）貸室（面積）：研修室１（78.8 ㎡）研修室２(66.2 ㎡)・研修室３(66.2 ㎡)・陶芸室 

(115.0 ㎡)・視聴覚室(109.2 ㎡)・実習室(109.2 ㎡)、計 544.6 ㎡ 

（３）利用者数（令和２年度）：11,986 人（1,044 件） 

（４）その他：旧石狩町立花川中学校（昭和 45 年建設）の校舎を昭和 62 年に公民館（当

時は石狩町公民館花畔分館）に指定 

２．石狩市学び交流センターの概要 

（１）所在地：石狩市花川北３条３丁目１番地 

（２）貸室（面積）：研修室１(73.8 ㎡)・研修室２(73.8 ㎡)・研修室３(73.8 ㎡)・研修室４

(73.8 ㎡)・視聴覚室(128.0 ㎡)・多目的ホール(163.0 ㎡)、計 586.2 ㎡ 

（３）利用者数（令和 2 年度）：26,373 人（1,991 件） 

（４）その他：平成 23 年に生涯学習施設として開設（旧石狩市立紅葉山小学校：昭和 54 年

建設） 

３．公民館にすることの意味 

公民館は、「実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住

民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄

与すること（社会教育法第 20 条）」を目的とした施設であり、その設置・管理は、社会教

育法で市町村の社会教育行政の一部に位置づけられております。 

これまで貸室利用が主だった石狩市学び交流センターを公民館とすることにより、市が

積極的に施設を活用した事業を進め、市民の芸術文化活動及び交流を振興し、いきいきと

したまちづくりに寄与しようとするものです。 

また、今年度の整備・改修により、現石狩市学び交流センターは、研修室（73.8 ㎡)と実

習室（147.7 ㎡)が新たに利用可能となります。増床は、2 部屋（計 221.5 ㎡）ですが、空

き時間の活用や新たな機能（調理器具の設置や音楽演奏のための遮音・吸音機能等）の強

化により、現在の両施設利用者がこれまでと同様に活動ができ、両施設の機能を支障なく

統合できます。また、新しい公民館本館には指定管理者制度を導入する予定です。 

なお、新しい石狩市公民館本館には、陶芸室は設置しませんが、現在の石狩市公民館本

館で活動している陶芸サークル等は、市内他施設において活動の継続が可能です。 
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主 催 特定非営利活動法人 石狩市文化協会

企画・運営 「俳句のまち～いしかり～」実行委員会

応募句数 応募者数 応募句数 応募者数 応募句数 応募者数

石狩市 58 29 78 39 -20 -10

道 外 38 19 44 22 -6 -3

道 内 220 110 106 53 114 57

総 数 316 158 228 114 88 44

兼 題 「あい風」及び自由題

選 者 小西 龍馬 氏（北海道俳句協会顧問）

横山 いさを 氏（北海道俳句協会常任委員）

あい風やカムイチェップの海さわぐ 石狩市 小玉 富士子

あい風やゆるむとも綱鮑漁 札幌市 田中 政行

愛冠晴れて豊漁あいの風 福島町 大津 大雄

赴任地を転々としてあいの風 奈井江町 西澤 カズ子

あい風の海を見ている父の椅子 帯広市 髙松 友香

善知鳥啼く島の切岸あいの風 石狩市 坪田 正光

名寄市 竹澤 純子

雨竜町 有田 茉莉

恵庭市 梶 鴻風

利尻町 川端 朋子

音更町 宮森 仁栄

札幌市 田森 つとむ

釧路市 今野 律子

羅臼町 浜田 羅牛

釧路市 笹森 君子

石狩市 加藤 美代子

石狩市 中矢 真弓

石狩市 久保 孝子

江別市 日下 久翁

札幌市 板本 敦子

札幌市 西村 千鶴子

令和３年度「俳句のまち～いしかり～」俳句コンテスト実施結果について

第１７回俳句コンテスト（一般の部）

令和３年度 令和2年度 比較

風を読み漁一筋にあいの風

日本晴れあい風うけて昆布干し

天位（最優秀賞）

地位（５点）

人位（１５点） あい風や浜の訛りも聞こえ来る

あい風や漕ぎだす祖父の艪は確

あい風や列なるモッコに母くの字

流木の会話かしましあいの風

※上記のほか、佳作20点を選出

畚しよいに駆り出されし日鰊群来

父祖の海群来の兆しかあいの風

あい風や潮目の変わる日本海

ハングルの朽ちし破船やあいの風

あい風の裏路をつなぐ漁師村

句碑巡る弁天通りあいの風

あい風や大謀網は漁しぶき

あい風や生徒船出の実習船

あい風の浪に利尻の富士見えず
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対象者 市内小・中学生

応募者(作品)数 2,４４4句（小学校10校 1,837名、中学校6校 607名）

※前年度 2,334句（小学校12校 1,655名、中学校8校 679名）

兼 題 自由題 ※１人１句のみ

選 者 赤繁 忠弘 氏（石の花俳句会） 釣本 峰雄 氏（石狩文芸同好会）

石川 美智子 氏（石狩かしわ俳句会） 棚橋 文男 氏（石狩憩吟社）

【小学生の部】

優秀賞（１０点） 夏の川かがみのような水の色 花川小学校 4年 佐野 はぐ実

流れ星秋の夜空を駆け抜ける 南線小学校 6年 熊倉 斗吾

おすそわけたくさんとれる夏野菜 南線小学校 6年 中村 碧

梅雨空でジャングルジムがぬれている 花川南小学校 5年 後藤 煌太

さけ焼けば川の音する港町 花川南小学校 6年 脇本 恭地

木々達の紅葉かつ散る景色かな 紅南小学校 6年 齊藤 健太

弟と泳いでみたい天の川 紅南小学校 6年 神 陸翔

咲きほこる歴史見てきた桜の木 緑苑台小学校 6年 安保 璃紅

ランニングゆれるたんぽぽ応援花 浜益小学校 5年 佐々木 大樹

春霞ぼんやり見える沖の船 厚田学園 6年 吉田 伊吹

【中学生の部】

優秀賞（１０点） 梅雨明けの井戸に広がる空の青 石狩中学校 2年 神田 なお

手の中に熱いスマホと保冷剤 石狩中学校 3年 石崎 愛

初雪や地面の色を消してゆく 花川中学校 2年 髙田 彩寧

夜光虫闇夜に響く子守り歌 花川中学校 2年 手取 阿夜仁

石狩の川と歩けば未来あり 花川中学校 3年 堀口 優凪

花曇り芝生の上の笑い声 花川南中学校 3年 鈴木 りな

帰宅後は荷ほどきせずに春の夢 花川南中学校 3年 川島 優仁

夕焼けの静かな公園影三つ 樽川中学校 3年 見角 颯健

授業中ページをめくる初夏の風 樽川中学校 3年 大石 姫菜乃

母を見ておもわず笑うマスク焼け 樽川中学校 3年 中野 さくら

※上記のほか、佳作20点、努力賞１点。

※上記のほか、佳作20点

第１６回こども俳句コンテスト
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＜別添１＞

1

＜議案第２号・第３号・第４号関係＞

○関係法令（抜粋）

●義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（昭和 38年法律第 182 号）

（教科用図書の採択）

第十三条 都道府県内の義務教育諸学校（都道府県立の義務教育諸学校を除く。）におい

て使用する教科用図書の採択は、第十条の規定によつて当該都道府県の教育委員会が行

なう指導、助言又は援助により、種目（教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。

以下同じ。）ごとに一種の教科用図書について行なうものとする。

２～３省略

４ 第一項の場合において、採択地区が二以上の市町村の区域を併せた地域であるときは、

当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議により規約を定め、当該採択地区内の市

町村立の小学校、中学校及び義務教育学校において使用する教科用図書の採択について

協議を行うための協議会（次項及び第十七条において「採択地区協議会」という。）を

設けなければならない。

５ 前項の場合において、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、採択地区協議会にお

ける協議の結果に基づき、種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない。

６ 第一項から第三項まで及び前項の採択は、教科書の発行に関する臨時措置法（昭和二

十三年法律第百三十二号。以下「臨時措置法」という。）第六条第一項の規定により文

部科学大臣から送付される目録に登載された教科用図書のうちから行わなければならな

い。ただし、学校教育法附則第九条第一項に規定する教科用図書については、この限り

でない。

（同一教科用図書を採択する期間）

第十四条 義務教育諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところ

により、政令で定める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択するものとす

る。

●学校教育法（昭和 22年法律第 26 号）

（教科用図書・教材）

第三十四条 小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が

著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。

２～５省略

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%4f%96%40%88%ea%8e%4f%93%f1&REF_NAME=%8b%b3%89%c8%8f%91%82%cc%94%ad%8d%73%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%97%d5%8e%9e%91%5b%92%75%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%4f%96%40%88%ea%8e%4f%93%f1&REF_NAME=%91%e6%98%5a%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%8a%77%8d%5a%8b%b3%88%e7%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%91%e6%8b%e3%8f%f0&ANCHOR_F=5000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&ANCHOR_T=5000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000#5000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


＜別添１＞

2

（準用規定）

第四十九条 第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条から

第四十四条までの規定は、中学校に準用する。この場合において、第三十条第二項中「前

項」とあるのは「第四十六条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第四十六

条」と読み替えるものとする。

附則

（教科用図書使用の特例）

第九条 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校並びに特別支援学級におい

ては、当分の間、第三十四条第一項（第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七

十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、文部

科学大臣の定めるところにより、第三十四条第一項に規定する教科用図書以外の教科用

図書を使用することができる。

２省略

●義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令（昭和 39 年 2 月 3 日政令第

14 号）

（同一教科用図書を採択する期間）

第十五条 法第十四条の規定により種目ごとに同一の教科用図書を採択する期間（以下こ

の条において「採択期間」という。）は、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）

附則第九条第一項に規定する教科用図書を採択する場合を除き、四年とする。

２ 採択期間内において採択した教科用図書（以下この条において「既採択教科用図書」

という。）の発行が行われないこととなつた場合その他の文部科学省令で定める場合に

は、新たに既採択教科用図書以外の教科用図書を採択することができる。

３ 前項に規定する場合（教育課程の基準の変更に伴い既採択教科用図書の発行が行われ

ないこととなつた場合を除く。）において、新たに採択する教科用図書についての採択

期間は、第一項の規定にかかわらず、既採択教科用図書についての採択期間から文部科

学省令で定める期間を控除した期間とする。

●義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則（昭和 39 年省令第２号）

（同一教科用図書の採択の特例）

第六条 法第十四条の規定により種目ごとに同一の教科用図書を採択する期間についての

令第十五条第二項の規定により文部科学省令で定める場合は、教育課程の基準の変更に

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%94%aa%96%40%88%ea%94%aa%93%f1&REF_NAME=%96%40%91%e6%8f%5c%8e%6c%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001400000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001400000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001400000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%8a%77%8d%5a%8b%b3%88%e7%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%91%e6%8b%e3%8f%f0&ANCHOR_F=5000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&ANCHOR_T=5000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000#5000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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伴い採択した教科用図書の発行が行われないこととなった場合及び次の各号に掲げる場

合とし、同条第三項の規定により文部科学省令で定める期間は当該各号に掲げる場合の

区分に応じ当該各号に定める期間とする。

一 採択した教科用図書の発行が行われないこととなった場合（教育課程の基準に伴

い採択した教科用図書の発行が行われないこととなった場合を除く。） 発行が行わ

れないこととなった教科用図書を採択していた期間

二 採択した教科用図書の採択に関し発行者その他の教科用図書の採択に直接の利害

関係を有する者の不公正な行為があつたと認められる場合 当該採択に関し不公正

な行為があつたと認められる教科用図書を採択していた期間

三 教科用図書検定規則（平成元年文部省令第二十号）第十二条の規定による再申請

（同条に規定する検定審査不合格の決定の通知に係る申請図書について、当該通知

を受けた年度の翌年度に行われたものに限る。）により文部科学大臣の検定を経て、

新たに発行されることとなった教科用図書がある場合 当該再申請が行われた年度

に採択された教科用図書を採択していた期間

四 採択地区が設定又は変更された場合 採択地区の設定又は変更前に当該地域にお

いて採択されていた教科用図書の採択されていた期間

五 採択地区内において市（特別区を含む。以下同じ。）町村又は義務教育諸学校（公

立の義務教育諸学校を除く。以下この号において同じ。）若しくは法第十三条第三項

に規定する学校が設置された場合 市町村又は義務教育諸学校若しくは同項に規定

する学校の設置前に当該市町村又は義務教育諸学校若しくは同項に規定する学校が

設置された地域の属する採択地区内において採択されていた教科用図書の採択され

ていた期間
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図　　　　書　　　　名 発　行　者　略　称 教　科　名

あ
あいうえおうさま 理論社 国語

あいうえおえほん 戸田デザイン 国語

あいうえおべんとう くもん出版 国語

あかちゃんとおかあさんの絵本　このいろなあに 金の星社 図工・美術

あかちゃんとおかあさんの絵本　ハティちゃんのいち・に・さん 金の星社 算数・数学

あかちゃんとおかあさんの絵本　ハティちゃんのまる・さんかく・しかく 金の星社 算数・数学

あかちゃんのあそびえほん(１)　ごあいさつあそび 偕成社 社会

あかちゃんのあそびえほん(２)　いないいないばああそび 偕成社 国語

あかちゃんのあそびえほん(３)　いただきますあそび 偕成社 家庭等

あかちゃんのあそびえほん(４)　ひとりでうんちできるかな 偕成社 体育等

あかちゃんのあそびえほん(６)　いいおへんじできるかな 偕成社 国語

あかちゃんのための絵本　はみがきしゅわしゅわ ひさかた 体育等

赤ちゃん版ノンタン(２)　ノンタンもぐもぐもぐ 偕成社 理科

あかねえほんシリーズ　えほん　えかきうた あかね書房 図工・美術

あかね書房の学習えほん　あそぼうあそぼうあいうえお あかね書房 国語

あかね書房の学習えほん　おかあさんだいすき１．２．３ あかね書房 算数・数学

あかね書房の学習えほん　ことばのえほんＡＢＣ あかね書房 外国語等

あかね書房の学習えほん　えいごえほん　ぞうさんのピクニック あかね書房 外国語等

あかね書房の学習えほん　えいごえほん　ぞうさんがっこうにいく あかね書房 外国語等

あそびうたのほん　ＣＤつき ひかりのくに 音楽

あそびの絵本　ねんどあそび 岩崎書店 図工・美術

あそびの絵本　クレヨンあそび 岩崎書店 図工・美術

あそびの絵本　紙ねんどあそび 岩崎書店 図工・美術

あそびの絵本　えのぐあそび 岩崎書店 図工・美術

あそびの絵本　えかきあそび 岩崎書店 図工・美術

あそびのおうさまずかん　からだ増補改訂 学研 体育等

あそびのおうさまずかん　リサイクルこうさく　増補改訂 学研 図工・美術

あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてきるほん 学研 図工・美術

あそびのおうさまＢＯＯＫ　はじめてぬるほん 学研 図工・美術

あそびのおうさまＢＯＯＫ　はって 学研 図工・美術

あそびのおうさまＢＯＯＫ　ぬって 学研 図工・美術

あそびのおうさまＢＯＯＫ　どんどんぬるほん 学研 図工・美術

あそびのひろば１　はんがあそび ポプラ 図工・美術

あそびのひろば２　やさしいてづくりのプレゼント ポプラ 図工・美術

あそびのひろば８　らくがきあそび ポプラ 図工・美術

あっちゃんあがつくたべものあいうえお リーブル 国語

あーとぶっく　ひらめき美術館第１館 小学館 図工・美術

あーとぶっく  ひらめき美術館第２館 小学館 図工・美術

安全のしつけ絵本（１）　きをつけようね 偕成社 社会

安野光雅の絵本　はじめてであうすうがくの絵本１ 福音館 算数・数学

１から１００までのえほん 戸田デザイン 算数・数学

いちばんわかりやすい　小学生のための学習　世界地図帳 成美堂出版 社会

いちばんわかりやすい　小学生のための学習　日本地図帳 成美堂出版 社会

いろいろいろのほん ポプラ 図工・美術

うたえほん グランまま 音楽

うたえほんⅡ グランまま 音楽

運動が得意になる43の基本レッスン　イラスト版体育のコツ 合同出版 体育等

絵でわかるこどものせいかつずかん１  みのまわりのきほん 合同出版 社会

絵でわかるこどものせいかつずかん３　おでかけのきほん 合同出版 社会

絵でわかるこどものせいかつずかん４  おつきあいのきほん 合同出版 社会

絵本・いつでもいっしょ２　どうぶつなんびき？ ポプラ 算数・数学

絵本図鑑シリーズ８　やさいのずかん 岩崎書店 理科

絵本図鑑シリーズ１２　のはらのずかん－野の花と虫たち－ 岩崎書店 理科

今年度新たに掲載された図書には、「★」が付いています。



図　　　　書　　　　名 発　行　者　略　称 教　科　名

エリック・カールの絵本　うたがみえるきこえるよ 偕成社 音楽

エリック・カールの絵本　くまさんくまさんなにみてるの？ 偕成社 図工・美術

エリック・カールの絵本  月ようびはなにたべる？―アメリカのわらべうた― 偕成社 音楽

エリック・カールの絵本　できるかな？―あたまからつまさきまで― 偕成社 体育等

エリック・カールの絵本　はらぺこあおむし 偕成社 理科

エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）ごちゃまぜカメレオン 偕成社 図工・美術

エリック・カールの絵本（ぬりえ絵本）わたしだけのはらぺこあおむし 偕成社 図工・美術

エリック・カールかずのほん  １，２，３どうぶつえんへ 偕成社 算数・数学

エンバリーおじさんの絵かきえほん　しもんスタンプでかいてみよう 偕成社 図工・美術

ＡＢＣえほん 戸田デザイン 外国語等

★ おうさまのたからもの 至光社 国語

★ おかたづけバストリオ ほるぷ出版 社会

おけいこ はじめてのおけいこ くもん出版 国語

おてつだいの絵本 金の星社 家庭等

お手本のうた付き！どうよううたのえほん 永岡書店 音楽

お手本のうた付き！どうよううたのえほん２ 永岡書店 音楽

おととあそぼうシリーズ７　ドン！ドコ！ドン！たいこ ポプラ 音楽

音のでる知育絵本４　こえでおぼえるあいうえおのほん ポプラ 国語

音のでる知育絵本１５ こえでおぼえるごあいさつえほん ポプラ 国語

音のでる知育絵本１６ とけいがよめるようになる！！とけいくん ポプラ 算数・数学

「おれたち、ともだち！」絵本　ともだちや 偕成社 国語

親子でうたう英語うたの絵じてん 三省堂 外国語等

か
かいかたそだてかたずかん４　やさいのうえかたそだてかた 岩崎書店 家庭等

改訂新版　体験を広げるこどものずかん１　どうぶつえん ひかりのくに 理科

改訂新版　体験を広げるこどものずかん４　はなとやさい・くだもの ひかりのくに 理科

改訂新版　体験を広げるこどものずかん８　あそびのずかん ひかりのくに 理科

改訂新版　体験を広げるこどものずかん９　からだとけんこう ひかりのくに 体育等

改訂新版　どうようえほん１ ひかりのくに 音楽

改訂新版　どうようえほん２ ひかりのくに 音楽

改訂新版　どうようえほん３ ひかりのくに 音楽

かいてけしてまたかける あいうえお ジュラ出版局 国語

かおノート  コクヨ 図工・美術

かがくのとも絵本　たべられるしょくぶつ 福音館 理科

かがくのとも絵本　きゅうきゅうばこ新版 福音館 体育等

かがくのとも絵本　しんぶんしでつくろう 福音館 図工・美術

かがくのとも絵本　かみであそぼう　きる・おる 福音館 図工・美術

かがくのとも絵本　みんなうんち 福音館 体育等

かがくのとも絵本　かみコップでつくろう 福音館 図工・美術

かがくのとも絵本　しゃぼんだまとあそぼう 福音館 理科

書きかたカード　「ひらがな」 くもん出版 国語

かこさとし　うつくしい絵 偕成社 図工・美術

かこさとし　からだの本２　たべもののたび 童心社 体育等

かずカード くもん出版 算数・数学

かずのほん１　どっちがたくさん 童心社 算数・数学

かずのほん２　０から１０まで 童心社 算数・数学

かずのほん３　０から１０までのたしざんひきざん 童心社 算数・数学

★ かぜビューン 学研プラス 国語

学校では教えてくれない大切なこと（２）　友だち関係（自分と仲良く） 旺文社 社会

学校では教えてくれない大切なこと（６）　友だち関係（気持ちの伝え方） 旺文社 社会

家庭科の教科書小学校低学年～高学年用 山と渓谷社 家庭等

かばくん・くらしのえほん１　かばくんのいちにち あかね書房 社会

かばくん・くらしのえほん２　かばくんのおかいもの あかね書房 社会

からだのえほん４　からだにもしもし あかね書房 体育等

漢字がたのしくなる本シリーズ  漢字がたのしくなる本ワーク１基本漢字あそび 太郎次郎社 国語



図　　　　書　　　　名 発　行　者　略　称 教　科　名

漢字がたのしくなる本シリーズ  漢字がたのしくなる本ワーク２あわせ漢字あそび 太郎次郎社 国語

漢字がたのしくなる本シリーズ　漢字がたのしくなる本ワーク３部首あそび 太郎次郎社 国語

★ 季節と行事のよみきかせ絵本　クリスマスのおかいもの 講談社 社会

木村裕一・しかけ絵本（１）　みんなみんなみーつけた 偕成社 国語

木村裕一・しかけ絵本（12）　げんきにごあいさつ 偕成社 国語

クーとマーのおぼえるえほん１  ぼくのいろなあに ポプラ 図工・美術

くまたんのはじめてシリーズ　よめるよよめるよあいうえお 小峰書店 国語

くまたんのはじめてシリーズ　おいしいおいしい１・２・３ 小峰書店 算数・数学

くらしに役立つ社会 東洋館 社会

くらしに役立つ国語 東洋館 国語

くらしに役立つ数学 東洋館 算数・数学

くらしに役立つ理科 東洋館 理科

くらしに役立つ保健体育 東洋館 体育等

くらしに役立つ家庭 東洋館 家庭等

ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐら 福音館 国語

ぐりとぐらの絵本　ぐりとぐらの１ねんかん 福音館 理科

くりのきえんのおともだち２　あしたえんそくだから あかね書房 国語

けんちゃんとあそぼう１　のってのって あかね書房 社会

けんちゃんとあそぼう３　まねっこまねっこ あかね書房 社会

げんきをつくる食育えほん１　たべるのだいすき！ 金の星社 家庭等

Ｄｏ！図鑑シリーズ　工作図鑑 福音館 図工・美術

講談社の年齢で選ぶ知育絵本　４・５・６さいのきもちをつたえることばのえほん 講談社 国語

こぐまちゃんえほん第１集　こぐまちゃんおはよう こぐま社 社会

こぐまちゃんえほん第２集　こぐまちゃんのみずあそび こぐま社 理科

こぐまちゃんえほん第３集　しろくまちゃんのほっとけーき こぐま社 家庭等

こぐまちゃんえほん別冊　さよならさんかく こぐま社 算数・数学

５訂版歌はともだち 教芸 音楽

ことばあそびのえほん　ぶたたぬききつねねこ こぐま社 国語

ことばえほん グランまま 国語

ことばをおぼえる本　かず・かたち・いろあいうえお 偕成社 国語

子どもがしあげる手づくり絵本  あいうえおあそび上ひらがな５０音 太郎次郎社 国語

こどもがつくるたのしいお料理 婦人之友 家庭等

こどもきせつのぎょうじ絵じてん　第２版小型版  三省堂 社会

子どもとマスターする４９の生活技術　イラスト版手のしごと 合同出版 家庭等

子どもとマスターする４５の操体法　改訂新版イラスト版からだのつかい方ととのえ方 合同出版 体育等

子どもの生きる力を育てるせいかつの絵じてん ナツメ社 家庭等

子どもの健康を考える絵本（４）　からだがすきなたべものなあに？ 偕成社 理科

子どもの字がうまくなる練習ノート ＰＨＰ 国語

こどものずかんMio９  ひとのからだ ひかりのくに 理科

こどものずかんMio１０　たべもの　 ひかりのくに 理科

こどものずかんMio１２　きせつとしぜん ひかりのくに 理科

子どもの生活（３）　マナーをきちんとおぼえよう！ 偕成社 社会

子どもの生活（６）　じょうぶなからだになれるよ！ 偕成社 体育等

こどものとも絵本　ぞうくんのさんぽ 福音館 国語

こどものとも絵本　そらいろのたね 福音館 国語

こどものとも絵本　おおきなかぶ 福音館書店 国語

こどものとも絵本　はじめてのおつかい 福音館 社会

子どものマナー図鑑（１）　ふだんの生活のマナー 偕成社 社会

子どものマナー図鑑（３）　でかけるときのマナー 偕成社 社会

五味太郎・言葉図鑑（１）うごきのことば 偕成社 国語

五味太郎・言葉図鑑（３）かざることば（Ａ） 偕成社 国語

五味太郎・言葉図鑑（５）つなぎのことば 偕成社 国語

五味太郎・言葉図鑑（６）くらしのことば 偕成社 国語

五味太郎・しかけ絵本（１）　きいろいのはちょうちょ 偕成社 理科

五味太郎の絵本　かずのえほん１・２・３ 絵本館 算数・数学



図　　　　書　　　　名 発　行　者　略　称 教　科　名

五味太郎の絵本　わにさんどきっはいしゃさんどきっ 偕成社 体育等

五味太郎の絵本９　いろ 絵本館 図工・美術

五味太郎の絵本１０　かたち 絵本館 算数・数学

五味太郎のことばとかずの絵本　絵本ＡＢＣ 岩崎書店 外国語等

五味太郎のことばとかずの絵本　かずの絵本 岩崎書店 算数・数学

五味太郎のことばとかずの絵本　漢字の絵本 岩崎書店 国語

五味太郎のことばとかずの絵本　すうじの絵本 岩崎書店 算数・数学

昆虫とあそぼう 戸田デザイン 理科

さ
坂本廣子のひとりでクッキング（１）　朝ごはんつくろう！ 偕成社 家庭等

坂本廣子のひとりでクッキング（２）　昼ごはんつくろう！ 偕成社 家庭等

坂本廣子のひとりでクッキング（７）　おべんとうつくろう！ 偕成社 家庭等

さんすうだいすきあそぶ・つくる・しらべる２年 民衆社 算数・数学

三省堂こどもかずの絵じてん 三省堂 算数・数学

しかけ絵本の本棚　コロちゃんはどこ？ 評論社 社会

しかけ絵本の本棚　からだのなかとそと 評論社 体育等

しごとば ブロンズ新 家庭等

写真でわかるなぜなに１　どうぶつ 世界文化社 理科

ジョイフル絵本傑作集　りんごがドスーン 文研出版 国語

自立生活ハンドブック５　ぼなぺてぃどうぞめしあがれ 育成会 家庭等

自立生活ハンドブック８　食（しょく） 育成会 家庭等

新・こどもクッキング 女子栄養大 家庭等

新版はじめましてにほんちず 平凡社 社会

シリーズ生活を学ぶ６　わたしたちのからだ 福村出版 体育等

しりとりしましょ！たべものあいうえお　 リーブル 国語

新装版 ＫＩＤＳ２１１２　たべものひゃっか ひかりのくに 家庭等

１０＋１人の絵本作家オリジナルソング集 うたのパレット　 偕成社 音楽

★ しゅっぱーつ 新日本出版社 国語

１４ひきのシリーズ　１４ひきのあさごはん 童心社 社会

１４ひきのシリーズ　１４ひきのぴくにっく 童心社 国語

職業・家庭たのしい家庭科　わたしのくらしに生かす 開隆堂出版 家庭等

職業・家庭たのしい職業科　わたしの夢につながる 開隆堂出版 家庭等

ＣＤ付き英語カード　あいさつと話しことば編 くもん出版 外国語等

ＣＤつき小学生の英語レッスン 絵でみて学ぼう英会話 成美堂出版 外国語等

ＣＤつき楽しく歌える英語のうた 成美堂出版 外国語等

ＣＤ付き　楽器カード くもん出版 音楽

スカーリーおじさんの　はたらく人たち 評論社 社会

スキンシップ絵本  かたかな　アイウエオ ひさかた 国語

スキンシップ絵本  かずのえほん ひさかた 算数・数学

生活図鑑カード　たべものカード くもん出版 家庭等

生活図鑑カード　くだもの　やさいカード１集 くもん出版 理科

生活図鑑カード　お店カード　 くもん出版 社会

生活図鑑カード　生活道具カード くもん出版 家庭等

世界傑作絵本シリーズ　てぶくろ 福音館 国語

世界傑作絵本シリーズ　ブレーメンのおんがくたい 福音館 国語

世界傑作絵本シリーズ　三びきのやぎのがらがらどん 福音館 国語

★ ０.１.２.えほん　ぽんちんぱん 福音館 国語

た
たいせつなこと フレーベル 国語

たのしい工作教室　たのしいこうさくきょうしつ１ さ・え・ら 図工・美術

たのしい工作教室　木のぞうけい教室 さ・え・ら 図工・美術

たのしい図画工作９　うごくおもちゃ 国土社 図工・美術

たのしい図画工作１４　こすりだし・すりだし 国土社 図工・美術

たのしい図画工作１６　ちぎり紙・きり紙・はり絵 国土社 図工・美術

たのしいてあそびうたえほん ひかりのくに 音楽



図　　　　書　　　　名 発　行　者　略　称 教　科　名

★ だるまちゃんとだいこくちゃん 福音館 国語

単行本　さわってあそぼうふわふわあひる あかね書房 国語

知育えほん　マークのずかん 鈴木出版 社会

知識の絵本　ひとのからだ 岩崎書店 体育等

中級編ジャンプアップ　とけい・おかね・カレンダー こばと 算数・数学

つくってたべよう！　お料理マジック２ 教育画劇 家庭等

作ってみよう！リサイクル工作６８ 成美堂出版 図工・美術

手あそび指あそび歌あそびブック１　 ひかりのくに 音楽

ＤＶＤでひける！はじめてのピアノえほん２　たのしいピアノのうた 成美堂出版 音楽

デコボコえほん  かずをかぞえよう！ 小学館 算数・数学

★ でんしゃガタゴト ほるぷ出版 社会

でんしゃでいこうでんしゃでかえろう ひさかた 社会

東京パノラマたんけん 小峰書店 社会

どうぞのいす ひさかたチャイルド 国語

どうぶつあれあれえほん第４集　かくしたのだあれ 文化出版局 算数・数学

どうようでおえかきできる　どうようＮＥＷ絵かきうたブック ひかりのくに 音楽

とけいカード くもん出版 算数・数学

とけいのえほん 戸田デザイン 算数・数学

ともだちだいすき（２）　おべんとうなあに？ 偕成社 国語

ドラえもんちずかん１  にっぽんちず 小学館 社会

ドラえもんちずかん２  せかいちず 小学館 社会

な
日本傑作絵本シリーズ　みんなであそぶわらべうた 福音館 音楽

日本傑作絵本シリーズ　ドオン！ 福音館 国語

日本むかし話　おむすびころりん 偕成社 国語

認識絵本１０　おおきいちいさい ひかりのくに 国語

ニューワイド学研の図鑑　増補改訂人のからだ 学研 理科

２０２シリーズ　たべもの２０２ ひかりのくに 理科

２１世紀幼稚園百科２　とけいとじかん 小学館 算数・数学

２１世紀幼稚園百科６　かずあそび１・２・３ 小学館 算数・数学

２１世紀幼稚園百科１１　からだのふしぎ 小学館 理科

ぬったりかいたりらくがきＢＯＯＫ チャイルド 図工・美術

ねずみくんの絵本１　ねずみくんのチョッキ ポプラ 国語

ノンタンあそぼうよ（１）　ノンタンぶらんこのせて 偕成社 社会

ノンタンあそぼうよ（８）　ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう 偕成社 体育等

は
ハートアートシリーズ　色のえほん 視覚デザイン 図工・美術

はとのクルックのとけいえほん くもん出版 算数・数学

はじめてのこうさくあそび のら書店 図工・美術

はじめてのずかん４　やさいとくだもの ひかりのくに 理科

はっけんずかん　のりもの改訂版 学研 社会

母と子の手づくり教室　母と子の園芸教室野菜をつくろう さ・え・ら 家庭等

馬場のぼるの絵本　１１ぴきのねこ こぐま社 国語

ひとりだちするための国語  日本教育研 国語

ひとりだちするための算数・数学 日本教育研 算数・数学

ひとりでできる手づくりＢＯＸ　しぜんで工作しよう 岩崎書店 図工・美術

ひとりでできるもん！１　たのしいたまご料理 金の星社 家庭等

ひとりでできるもん！４　うれしいごはん、パン、めん料理 金の星社 家庭等

ひとりでできるもん！５　すてきなおかし作り 金の星社 家庭等

ひとりでできるもん！６　だいすきおやつ作り 金の星社 家庭等

ひとりでできるもん！１０　おしゃれなおかし作り 金の星社 家庭等

１００かいだてのいえシリーズ １００かいだてのいえ 偕成社 国語

ひらがなカード くもん出版 国語

ぴんきいしろっぷちゃんのらくがきえほん　あそぼ！ ジュラ 図工・美術

ピーター・スピアーの絵本１　せかいのひとびと 評論社 社会



図　　　　書　　　　名 発　行　者　略　称 教　科　名

ピーマン村の絵本たち  おおきくなるっていうことは 童心社 社会

ピーマン村の絵本たち  よーいどん！ 童心社 体育等

ぶうとぴょんの絵本　おんなじおんなじ こぐま社 算数・数学

福音館の科学シリーズ　昆虫 福音館 理科

福音館の科学シリーズ　地球 福音館 理科

福音館の科学シリーズ　道ばたの四季 福音館 理科

福音館の科学シリーズ　ぼくらの地図旅行 福音館 社会

福音館の科学シリーズ　どうぶつえんガイド 福音館 理科

福音館の科学シリーズ　あそびのレシピ 福音館 図工・美術

福音館の科学シリーズ　ただいまお仕事中 福音館 家庭等

ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　８きせつ 学研 理科

ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　９ちきゅう 学研 理科

ふしぎをためすかがく図鑑　しょくぶつのさいばい フレーベル 理科

ふしぎをためすかがく図鑑　かがくあそび フレーベル 理科

ふしぎをためすかがく図鑑　しぜんあそび フレーベル 理科

ブルーナのアイディアブック　ミッフィーの１から10まで 講談社 算数・数学

ブルーナの絵本  まる、しかく、さんかく 福音館 算数・数学

フレーベル館の図鑑ナチュラ　ひとのからだ フレーベル 理科

フレーベル館の図鑑ナチュラ  はるなつあきふゆ フレーベル 理科

フレーベル館の図鑑ナチュラ ふしぎをためす図鑑（１）かがくあそび フレーベル 理科

プータンどこいくの？ ジュラ 社会

プータンいまなんじ？ ジュラ 算数・数学

ペーパーランド３　とびだすカード ポプラ 図工・美術

ペーパーランド８　おりがみえあそび ポプラ 図工・美術

★ ぼうしとったら 学研プラス 国語

ぼくとわたしのせいかつえほん グランまま 社会

ほんとのおおきさ　ほんとのおおきさ動物園 学研 理科

ま
マナーやルールがどんどんわかる！  新装改訂版みぢかなマーク ひかりのくに 社会

ミーミとクークのえほん　ミーミとクークのあか・あお・きいろ ひさかた 図工・美術

ミーミとクークのえほん　ミーミとクークの１・２・３ ひさかた 算数・数学

★ みずとはなんじゃ？ 小峰書店 理科

みぢかなかがくシリーズ　町の水族館・町の植物園 福音館 社会

みぢかなかがくシリーズ　町たんけん 福音館 社会

みるみる絵本　もこもこもこ 文研出版 国語

みんなのためのルールブック　あたりまえだけど、とても大切なこと 草思社 社会

６つの色 戸田デザイン 図工・美術

メロディーえほん　ＩＣピアノえほん四季のどうよう－１２カ月 大日本絵画 音楽

もじ・ことば１ はじめてのひらがな１集 くもん出版 国語

もじ・ことば３ やさしいひらがな１集 くもん出版 国語

もじ・ことば１１ はじめてのかん字 くもん出版 国語

もじのえほん　あいうえお あかね書房 国語

もじのえほん　かたかなアイウエオ あかね書房 国語

もじのえほん　かんじ(１) あかね書房 国語

もじのえほん　かんじ(２) あかね書房 国語

や
やさしいからだのえほん１　からだのなかはどうなっているの？ 金の星社 理科

やさしいからだのえほん４　むしばはどうしてできるの？ 金の星社 体育等

やさしい  こどものうたとあそび ドレミ楽譜 音楽

柳原　良平のえほん　かおかおどんなかお こぐま社 国語

ゆっくり学ぶ子のための「こくご」１（改訂版）（ひらがなのことば・文・文章の読み） 同成社 国語

ゆっくり学ぶ子のための「こくご」２（改訂版）（かたかな・かん字の読み書き） 同成社 国語

ゆっくり学ぶ子のための「こくご」３（改訂版）（文章を読む、作文・詩を書く） 同成社 国語

ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編１（改訂版）（表象形成・音韻形成・発声・発音） 同成社 国語

ゆっくり学ぶ子のための「こくご」入門編２（改訂版） (ひらがなの読み書き） 同成社 国語
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ゆっくり学ぶ子のための　国語４ 同成社 国語

ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」１（量概念の基礎、比較、なかま集め） 同成社 算数・数学

ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」２（１対１対応、１～５の数、５までのたし算） 同成社 算数・数学

ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」３（６～９のたし算、ひき算、位取り） 同成社 算数・数学

ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」４（くり上がり、くり下がり、２けたの数の計算） 同成社 算数・数学

ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」５（３けたの数の計算、かけ算、わり算） 同成社 算数・数学

幼児絵本シリーズ　くだもの 福音館 理科

幼児絵本シリーズ　やさい 福音館 理科

幼児絵本シリーズ　やさいのおなか 福音館 理科

米村でんじろうのＤＶＤでわかるおもしろ実験！！ 講談社 理科

よみかた絵本 戸田デザイン研究室 国語

ら
らくがきえほん あ・い・う・え・お ブロンズ新 国語

りかのこうさく１ねんせい 小峰書店 理科

リサイクル工作ずかん 小峰書店 図工・美術

レオ・レオニの絵本　スイミー 好学社 国語

わ
和英えほん 戸田デザイン 外国語等

わかるさんすう２ むぎ書房 算数・数学
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26条の規定により、教育委員会は、毎年、その権限に属す

る事務の管理及び執行の状況について、点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出する

とともに、公表することとなっています。 

 石狩市教育委員会（以下「市教委」という。）は、市民への説明責任を果たすとともに、より効果的に教

育行政を推進するため、令和２年度の教育委員会の活動状況及び主要な施策・事業について点検・評価を

行い、教育に関し学識経験を有する方々による「石狩市教育委員会外部評価委員会」の意見を踏まえ、「教

育委員会の点検・評価報告書（令和２年度分）」としてまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和２年度の教育委員会の活動状況のほか、教育委員会において実施した施策・事業等を対象として

います。 

 

 

 

  教育委員会会議の開催及び審議の状況など、教育委員会の活動状況を明らかにするとともに、教育に

関する事業を個別に評価し、課題（分析）を踏まえ、今後の改善に向けた方針を明らかにしています。 

 

 

 

  教育委員会の活動状況や教育に関する施策・事業の執行状況の点検・評価の客観性を確保し、今後の

取組への活用を図るため、教育に関し学識経験を有する方々から、点検及び評価に対する意見や助言を

いただき、本報告書に付して報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 点検及び評価について 
 

４ 学識経験者の知見の活用について 

２ 点検及び評価の対象について 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定により教育長に委任され

た事務その他教育長の権限に属する事務（同条第四項の規定により事務局職員等に委任された事務

を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を

作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見

の活用を図るものとする。 

３ 点検及び評価の手法と方針について 

１ 教育委員会の点検・評価報告書について 

－1－



 

 

 

 

 

１ コロナ禍における教育活動について 

 

  令和２年度は、新型コロナウイルス感染症が学校教育に大きな影響を及ぼした未曽有の１年でし

た。国の要請による全国一斉の学校の臨時休業が終了し、４月に新たな年度がスタートした矢先の

全国一律の『緊急事態宣言』で、再び５月末まで長期の臨時休業となり、６月の学校再開にあたっ

ては、分散登校や午前授業など、改めて学校生活のリズムを取り戻す助走期間をとりながらの再開

となりました。 

学校の再開にあたっては、衛生管理マニュアル「新しい学校の生活様式」に基づいた感染症対策

の導入、授業時数確保のために夏季休業を短縮するなど、感染予防対策の徹底と学校教育活動の継

続を両立させなければならない学校現場の苦労は計り知れないものがありました。 

また、卒業式、入学式、運動会、学習発表会、修学旅行などの学校行事や、部活動の大会が感染拡

大防止の観点から、中止や延期、分散、縮小により実施されるなど、児童生徒はもとより、保護者や

地域住民、教職員にとっても、戸惑いや悔しさの多い１年であったと思います。 

こうした厳しい状況の中、市は国が新たに創設した「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金」の有効活用により市民生活の支援を図るとともに、学校での感染予防対策として、非接

触型体温計や換気対策としての大型送風機、網戸などの購入・設置、あるいはスクールバスの増便

運行など、積極的に衛生環境の改善を図りました。 

また、海外からの渡航制限により新規ＡＬＴが入国できない状況が続く中、代替措置として留学

生や通訳士を学校に派遣することで、外国語授業の質の確保にも努めたところです。 

さらに、ＧＩＧＡスクール構想の１人１台端末の導入は、学校の臨時休業等の緊急時の児童生徒

の学習保障の観点から、当初の完了予定年次であった令和５年度を大幅に前倒しして令和２年度ま

でに整備を終えるという国の方針に沿って環境整備の構築を図りました。 

 

一方、社会教育の分野においては、『三密』を避けるという新たな生活様式の実践から、多くの人

が集まる「市民文化祭」や「公民館まつり」などの行事は中止を余儀なくされ、各団体関係者の努力

の成果を披露する場が失われたほか、新成人の門出を祝福する「成人式」も延期となるなど、社会

教育の分野においても事業実施が困難な状況が続きました。 

こうした中、図書館における「科学の祭典 in 石狩」などのイベントのオンライン開催、また、

社会教育課においては市の記録映像をデジタル化しYouTube上に公開する「アーカイブ配信」など、

工夫を凝らしながら市民の学びの場の提供に努めました。 

 

以上のように、学校教育・社会教育ともに、新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの活

動が制限を受け、本来行うべき事業が満足に実施できない１年ではありましたが、そうした中にあ

っても、石狩市の教育が止まることのないよう、教育委員会と学校現場、社会教育団体が互いに連

携し、知恵と工夫を凝らして乗り切った１年でもあり、ある意味では、貴重な経験に満ちた１年だ

ったということも言えます。 

いまだ出口の見えないコロナ禍の社会情勢において、令和２年度の点検・評価を通じて、これか

らの教育活動に活かせるヒントを見出すことができればと考えます。 

 

 

 

 教育委員会の活動状況について 
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２ 教育委員会の活動状況 

 

教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律及び石狩市教育委員会会議規則に

基づき、教育長と４人の委員が、付議された議案・報告案件及び協議事項・報告事項について、委員相

互の入念な審議・協議・意見交換などを経て決定しています。 

会議（毎月の定例会）においては、従前と同様に、主要な教育施策の確立、変更及び実施に関するこ

と、教育委員会規則の制定、その他付議された議案について審議決定するとともに、教育に関する様々

な協議事項・報告事項等について、委員相互による活発な協議が行われています。 

また、市民が教育行政に関心を持っていただけるよう、市ホームページや、市役所本庁舎情報公開コ

ーナーなどで会議録を公開して、市民の理解に努めています。 

なお、これまでの石狩市教育プランは、平成 22 年４月にスタートし、教育委員会会議において協議

を重ね、令和２年３月に新教育プラン（令和２年～６年度）を策定しました。さらにプランに基づく施

策等を着実に実施するため、様々な教育課題や具体的取組などについて都度協議するほか、教育現場の

視察や関係者との意見交換を行っています。 

 

（１）教育委員会会議の状況 

教育委員会会議については、石狩市教育委員会会議規則第２条第２項の規定に基づき定例会を開催、

また同条第３項の規定に基づき、必要に応じて臨時会を開催しています。 

令和２年度については、下記のとおり合計 16回の会議を開催しました。 

また、会議以外に施策に関する勉強会も月１回の定期及び必要に応じて実施し、様々な課題等につい

て意見交換を重ねています。 

 

① 定例会 12回（毎月 1回） 

② 臨時会   4回（8月１回、10月 1回、3月 2回） 

 

（２）教育委員会会議での審議事項 

教育委員会会議への付議案件は、石狩市教育委員会事務委任規則等に基づく議案等 78 件でしたが、

その内訳は次のとおりです。 

① 石狩市教育委員会事務委任規則に基づく審議事項 52件 

・議決案件 37件     ・報告案件  0件 

・承認案件 10件     ・協議案件  5件 

 

② 同規則に規定されていない教育施策にかかわる事業等の報告事項及びその他の事項 26件 

   ・報告事項  26件     ・その他   0件 

 

③付議案件一覧 

年 月 日 付   議   案   件 

02.  4. 28 

 

 

 

 

 

 

【議案】13件（うち承認 7件） 

・石狩市立学校における働き方改革推進計画の改定について 

・石狩市学校運営協議会委員の任命について 

・石狩市奨学審議委員会委員の委嘱について 

・石狩市教育支援委員会委員の委嘱について 

・石狩市文化財保護審議会委員の委嘱について・石狩市教育委員会職員の人事 

異動について 
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年 月 日 付   議   案   件 

 ・石狩市立学校管理規則の一部改正について 

・石狩市教育委員会会計年度任用職員の任用、勤務時間、休暇、給与等に関する   

 規則の制定について 

・石狩市奨学審議委員会委員の解嘱について 

・石狩市教育支援委員会委員の解嘱について 

・石狩市社会教育委員の解嘱について 

・石狩市学校給食センター運営委員会委員の解嘱について 

・石狩市民図書館協議会委員の解嘱について 

【報告事項】1件 

・令和２年度石狩市教育委員会の点検・評価の実施について(令和元年度実施分) 

02.  5. 26 【議案】4件（うち承認 1件） 

・石狩市社会教育委員の委嘱について 

・石狩市民図書館協議会委員の委嘱について 

・石狩市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

 ・石狩市教育支援委員会委員の委嘱について 

【報告事項】4件 

・令和２年度石狩市立学校の児童生徒数・学級数について 

・令和２年度石狩市教職員研修（サマーセミナー）の開催中止について 

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金による衛生資材等について 

・学校の教育活動の再開について 

02.  6. 30 【議案】3件（うち承認 1件） 

・石狩市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について 

・石狩市いじめ問題調査委員会委員の委嘱について 

・令和２年度一般会計予算（第６号補正）について 

【協議事項】1件 

・教育委員会の点検・評価について（令和元年度実施分） 

【報告事項】4件 

・石狩市教育委員会基礎データについて 

・新型コロナウイルス感染症の影響による就学援助の対応について 

・令和２年度一般会計予算（補正第４号及び第６号）について 

・学校再開後の状況等について 

02.  7. 28 【議案】2件（うち承認 1件） 

・令和２年度石狩市奨学生の決定について 

 ・令和２年度一般会計予算（第７号補正）について 

【協議事項】1件 

 ・教育委員会の点検・評価の実施について（令和元年度実施分）（継続） 

【報告事項】2件 

・令和２年度一般会計予算（第７号補正）について 

・第三期石狩市教育委員会特定事業主行動計画の取組状況について 

02.  8. 18 

（臨時） 

【議案】1件 

・令和２年度一般会計予算（第９号補正）について 

【報告事項】1件 

 ・令和２年度一般会計予算（第８号補正）について 

02.  8. 25 

 

 

 

 

【議案】4件 

 ・令和３年度に使用する小学校用教科用図書の採択について 

 ・令和３年度から使用する中学校用教科用図書の採択について 

 ・令和３年度使用教科用図書のうち学校教育法附則第９条に規定する教科用図 

書の採択について 
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年 月 日 付   議   案   件 

 ・招致外国青年就業規則の一部改正について 

【協議事項】1件 

 ・教育委員会の点検・評価の実施について（令和元年度実施分）（継続） 

【報告事項】2件 

 ・スクールバスの事故報告について 

 ・令和２年度「俳句のまち～いしかり～」俳句コンテストの実施結果について 

02.  9. 29 

 

【議案】1件（うち承認 1件） 

 ・車両の損壊事故に係る和解及び損害賠償額の決定の件について 

【報告事項】 

 ・令和５年以降の成人式の対象年齢及び名称について 

 ・令和２年度石狩市民図書館の取組と現況について 

02. 10. 27 【議案】1件 

・教育委員会の点検・評価報告書（令和元年度実施分）について 

【報告事項】 

 ・令和２年度（第９回）図書館を使った調べる学習コンクール「石狩市コンクー 

  ル」の審査結果について 

 ・ＧＩＧＡスクール構想に対しての取組状況について 

02. 11. 10 

（臨時） 

【議案】1件 

・令和２年度一般会計予算（第 10号補正）について 

02. 11. 17 【協議事項】1件 

 ・令和３年度教育委員会予算要求について 

【報告事項】7件 

 ・市立学校における個人情報の遺漏について 

 ・石狩映像アーカイブ配信事業について 

 ・学校給食「いしかりウィーク」の実施状況について 

 ・システム更新等による市民図書館の臨時休館について 

 ・返却用ブックポストの増設について 

 ・令和２年度石狩市教職員研修「ウインターセミナー」について 

 ・令和３年石狩市成人式の開催について 

02. 12. 22 【議案】2件（うち承認 1件） 

・令和２年度石狩市教育委員会表彰受賞者の決定について 

・専決処分につき承認を求める件（負傷事故に係る和解及び損害賠償額の決定の 

 件）について 

【協議事項】1件 

 ・石狩市学校施設長寿命化計画（素案）について 

【報告事項】2件 

・令和３年石狩市成人式の延期について 

 ・第 33回石狩市公民館まつりの中止について 

03.  1. 26 【協議事項】1件 

 ・石狩市学校施設長寿命化計画（素案）について（継続） 

【報告事項】2件 

 ・令和３年度全国学力・学習状況調査の実施について 

・令和２年度石狩市教職員研修「ウインターセミナー」の実施結果について 

03.  2.  4 【議案】4件 

・令和２年度一般会計予算（第 14号補正）について 

・令和３年度教育行政執行方針について 
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年 月 日 付   議   案   件 

 ・令和３年度一般会計予算について 

・車両の損壊事故に係る和解及び損害賠償額の決定の件について 

03.  3.  4 

（臨時） 

【議案】3件 

 ・家屋等の損壊事故に係る和解及び損害賠償額の決定の件について 

 ・家屋の損傷事故に係る和解の件について 

 ・石狩市立学校の教職員人事異動に係る内申について 

03.  3. 19 

（臨時） 

【議案】2件 

 ・石狩市教育委員会職員の人事異動について 

 ・石狩市教育委員会行政組織に関する規則の一部改正について 

02.  3. 19 

（臨時） 

【議案】2件 

・石狩市教育委員会職員の人事異動について 

・令和元年度一般会計予算（第７号補正）について 

03.  3. 30 【議案】5件 

・石狩市学校施設長寿命化計画について 

・石狩市教育委員会行政組織に関する規則の一部改正について 

・石狩市教育委員会職員職名規則の一部改正について 

・石狩市教育委員会会計年度任用職員の任用、給与、勤務時間、休業等に関する 

 規則の一部改正について 

 ・石狩市立学校管理規則の一部改正について 

【報告事項】1件 

 ・第 10回科学の祭典 in石狩の開催状況について 
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３ 教育に関する事業の点検及び評価 

 

今年度（令和２年度）分の教育に関する事業の点検・評価について、市教委では、令和２年度の教

育行政執行方針と予算（参照 資料１）、及び石狩市教育プランに基づく施策ごとに掲げる目的達成

に向け、取組状況を点検・評価し、課題等を分析、分析結果をもとに今後の方向性を示しています。 

 

（１）石狩市教育プランの構造と評価・意見の区分（イメージ図） 

 

 
 

 

 

 

（２）点検・評価の対象と評価基準について 

   点検・評価の対象は、石狩市教育プラン（2020年度～2024年度）に掲げる基本目標を達成する 

  ための各施策に基づいて実施する「主な取組」としています。 

評価方法は、教育委員会事務局における『自己評価』方式で、令和２年度に実施を予定していた 

  事業について、年度当初に定めていた目標が達成できたか否かを検証します。 

評価及び評価基準は下表のとおり３段階となっており、予定どおり目標が達成できた場合はＡ評 

  価とし、この評価を基点とします。目標を上回った場合はＡＡ評価、目標を下回った場合はＢ評価 

とし、Ａ評価以外はその理由を、また、Ａ評価でも補足説明が必要な場合は、「分析」、「方向性」欄 

に記述をしています。 

また、プランに掲げる施策ごとの成果指標についても令和２年度の実績を記載し、プランに掲載 

している令和元年度の実績と比較できるようにしています。成果指標の結果は、概ね評価とリンク 

しています。 

 

評価 評価基準 説明の記述 

良 ＡＡ 目標に対する達成率が 100％を上回ったとき  必須 

↕ Ａ 〃      90～100％の場合 適宜 

悪 Ｂ 〃      90％を下回った場合 必須 

不能 Ｚ 外的な要因(コロナ)等により実施できなかった場合 必須 

教
育
プ
ラ
ン

目標Ⅰ

方針1 施策１～7 取組

方針２ 施策8～10 取組

方針３ 施策11～16 取組

目標Ⅱ 方針４ 施策17～23 取組

目標Ⅲ

方針５ 施策24～26 取組

方針６ 施策27～28 取組

外部評価委員 

からの意見 

教委事務局 

の評価項目 
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（３）施策別の取組状況、分析・評価及び今後の方向性（一覧） 

 

基本目標 基本方針 施策 ページ 

【目標Ⅰ】 

自ら学ぶ意欲をもっ

て、主体的に社会に

関わり、新しい時代

を生きる力を育てる 

１ 新しい社会で生き

る力の育成 

１ 確かな学力の育成 9 

２ 特別支援教育の充実 10 

３ 外国語教育の充実 11 

４ 理数教育の充実 12 

５ 情報教育の充実 13 

６ キャリア教育の充実 14 

７ 手話を通じた学びの推進 15 

２ 学びを支える家

庭・地域との連携・協

働の推進 

８ 家庭教育支援の充実 16 

９ 学びのセーフティネットの構築 17 

10 学校を核とした地域づくり 18 

３ 学びをつなぐ学校

づくり 

11 開かれた学校づくりの推進 19 

12 学校施設・設備の整備・充実 20 

13 安全な学校づくりを目指した環境

の整備 
21 

14 学びの段階間の連携・接続の推進 22 

15 学校運営の改善 23 

16 学校安全教育の充実 24 

【目標Ⅱ】 

思いやりと豊かな

心・健やかな体をも

って、多様な人々と

共に支え合う人を育

てる 

４ 健やかな成長を促

す取組の推進 

17 道徳教育の充実 25 

18 読書活動の推進 26 

19 体験活動の推進 27 

20 コミュニケーション能力の育成 28 

21 いじめの防止や不登校児童生徒へ

の支援の取組の充実 
29 

22 体力・運動能力の向上 30 

23 健康・食育の推進 31 

【目標Ⅲ】 

ふるさとへの愛着を

もち、幅広い視野で

新しい価値を創造

し、活躍する人を育

てる 

５ 学びを活かす地域

社会の実現 

24 生涯学習の振興 32 

25 芸術文化活動の推進 33 

26 図書館サービスの充実 34 

６ ふるさとを学ぶ機

会の充実 

27 ふるさとを学ぶ機会の充実 35 

28 文化・自然遺産の保護・保存・活用

の推進 
36 
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【 評 価 】

2

全国学力・学習状況調査において、「先生は、授業やテス
トで間違えたところや、理解していないところについて、分
かるまで教えてくれている」と思っている小学校６年生、中
学校３年生の割合

％ ※調査項目なし

No.

1

【 取 組 】
前年度 今年度

（2） 「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善 - A

A

-

目標Ⅰ 自ら学ぶ意欲をもって、主体的に社会に関わり、新しい時代を生きる力を育てる

方針１ 新しい社会で生きる力の育成

施策１ 確かな学力の育成

↑

CRT標準学力調査において、国語の全国平均に対する石
狩市の小学５年生、中学２年生の割合

％
小5 97
中2 99

↑

【 分 析 等 】

【成果指標2】
全国水準に近付きつつある。
・小学校 ： 前年度比－０．４P
・中学校 ： 前年度比＋２．７P

【 方 向 性 】

（２）「主体的・対話的で深い学び」からの授業改善
・具体的な視点

�見通しとふり返りの重視

�考えを伝え合う活動の充実

⇒目標・指導・評価の一体化を意識した授業構築について指導助言を行う。

成
果
指
標

指標の名称 単位
令和２年度
（実績）

令和６年度
（目標）

（6）

（7）

学習環境の整備（教室環境・学習習慣・集団づくり・言葉遣
い）

研修活動の充実・授業研究の推進

授業と連動させた宿題、家庭学習の取り組み方の指導

所 管

（5） -

（3）

（4）

定着を一層確かにする工夫「１校１プラン（学力充実）」の策
定と実施

情報を正確に理解し適切に表現する力の育成（話す、聞
く、書く、読む）

- A

- A

指導主事（1） 学校改善の推進 － A

A

- A 指導主事

指導主事

指導主事

指導主事

指導主事

指導主事
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（3） 教育支援課

（4）

【 取 組 】
【 評 価 】

前年度 今年度

－ A

所管

教職員研修・講習会の充実

特別支援教育支援員の養成

（1） 教育支援課

（2） 教育支援課

「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の活用

早期からの連携による教育相談の充実

目標Ⅰ 自ら学ぶ意欲をもって、主体的に社会に関わり、新しい時代を生きる力を育てる

方針１ 新しい社会で生きる力の育成

施策２ 特別支援教育の充実

教育支援センターを中心に 各学校・ 関係機関と連携して得た知見・成果を共有し、 子ども 一人ひとりの思い
（教育的ニーズ）に寄り添う支援のあり方を追求し一層の充実を図るよう望みます。

↑

【 分 析 等 】

（1） 「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の活用
・市内の各学校で作成し活用

（2） 早期からの連携による教育相談の充実
・支援の必要な児童生徒の早期発見ときめ細やかな支援
⇒ 就学前の教育相談・学校巡回訪問の実施
⇒ 関係機関（子ども発達支援センター、保健師、認定こども園等）との連携

（3） 教職員研修・講習会の充実
・新型コロナウイルス感染対策により、教員・特別支援コーディネーター対象の研修は未実施

（4） 特別支援教育支援員の養成
・支援方法の研修実施
⇒ グループワーク及び個人面談を実施し、教育現場で起こる様々な日常生活の補助者

としての資質向上を図った
■令和元年度の取組に対する外部評価委員意見を踏まえた取組

・ 特別支援教育相談員(市教委)と特別支援教育コーディネーターの連携により支援体制を
構築し、様々な機会を通して教員の指導力向上を図った。

・ 特別支援教育支援員を各学校に配置により、一般教員とは異なる視点で子どもと接する
ことができ、個々の状況に合わせた効果的な支援を行うことができた。

特別支援教育に関する研修受講者延べ人数
（教員、特別支援コーディネーター〈CN〉、支援ボランティ
ア）

人

教員 0人
ＣＮ 0人

支援員 33人

【 方 向 性 】

（3）教職員研修・講習会の充実
令和２年度は、特別支援教育相談員等の学校巡回訪問における資料配布により対応

� 次年度以降は新型コロナウイルスの感染状況等を確認しながら実施

石狩市教育委員会外部評価委員会の意見（令和元年度の取組に対する意見）

成
果
指
標

No.

3

指標の名称 単位
令和２年度
（実績）

令和６年度
（目標）

A

- Z

- A 教育支援課

-
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目標Ⅰ 自ら学ぶ意欲をもって、主体的に社会に関わり、新しい時代を生きる力を育てる

方針１ 新しい社会で生きる力の育成

施策３ 外国語教育の充実

（1）
ＡＬＴ（外国語指導助手）による生きた外国語を学ぶ機会の
充実 － A 指導主事

【 取 組 】
【 評 価 】

所管
前年度 今年度

（2） 外国語授業の指導力向上のための研修等の充実 - A 学校教育課

■ＡＬＴの体制
現行の体制を維持し、子どもたちの外国語への関心意欲を高め、コミュニケーション能力の
向上を図る素地となる資質・能力の育成を目指す
【２名⇒ 小学校７校、 １名⇒ 中学校５校、 １名⇒ 厚田・浜益地区３校と石狩八幡小学校】

■新型コロナウイルス感染症への対応
新規ＡＬＴの補充（入国）が困難な場合は、関係機関と連携し代替人材の確保に努める。

令和６年度
（目標）

4
ＣＲＴ標準学力調査において、英語の全国平均に対する石
狩市の中学2年生の割合

％ 102 ↑

No. 指標の名称 単位
令和２年度
（実績）

成
果
指
標

【 分 析 等 】

■ＡＬＴの体制
・新型コロナウイルスの影響により、令和２年８月から任用予定だったＡＬＴ（２名）が
来日できず
⇒ 道内の留学生（大学生）・通訳士４名を任用し、臨時のＡＬＴとして学校に派遣

■ＡＬＴ活用の効果
・児童生徒との生きた英語によるコミュニケーション ⇒ 英語に対する興味・関心の喚起
・親身な関わり ⇒ 児童生徒によるコミュニケーションのとりやすさ、英語スキルの向上

【 方 向 性 】
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6
ＣＲＴ標準学力調査において、算数・数学の全国平均に対
する石狩市の小学５年生、中学２年生の割合

％
小5 96
中2 102

↑

7
全国学力・学習状況調査において、「算数（数学）の授業で
学習したことは、将来、役に立つ」と思っている小学校６年
生、中学校３年生の割合

％
小6 89.1
中3 75.1

↑

成
果
指
標

【 分 析 等 】

【成果指標５】

小学校： 前年度比 －１Ｐ➘、 中学校： 前年度比 ±０P

【成果指標６】
・全国水準を安定的に保てる状況

  小学校： 前年度比 －１Ｐ➘、 中学校： 前年度比 －６Ｐ➘
【成果指標７】

小学校では９０％前後の高水準を維持。 中学校では７５％程度で伸び悩み。

【 方 向 性 】

・理数教育の充実については、

� 興味・関心を高める指導の充実 ・・・ 「普段の生活との関連を意識した授業の充実」の視点

� 探究の過程を重視した理数教育の充実 ・・・「観察・実験を重視する授業の充実」の視点

⇒ 目標と指導と評価の一体化を意識した授業構築について指導助言を行う。

令和６年度
（目標）

5
ＣＲＴ標準学力調査において、理科の全国平均に対する石
狩市の小学５年生、中学２年生の割合

％
小5 96
中2 97

↑

No. 指標の名称 単位
令和２年度
（実績）

（2）
関係機関（道研）による移動理科教室（サイエンスカー）の
活用 - A 指導主事

（3）
普段の生活との関わりを意識した授業の充実（理科・算数・
数学） - B 指導主事

【 取 組 】
【 評 価 】

所管
前年度 今年度

（1） 観察・実験を重視する授業の充実 － A 指導主事

目標Ⅰ 自ら学ぶ意欲をもって、主体的に社会に関わり、新しい時代を生きる力を育てる

方針１ 新しい社会で生きる力の育成

施策４ 理数教育の充実
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石狩市教育委員会外部評価委員会の意見（令和元年度の取組に対する意見）

ICT機器の配備が急速に進められつつあるが、家庭環境に拘らず、すべての子どもが平等に双方
向で、学ぶことのできる環境整備と適切な運用への支援の充実を望みます。

9
全国学力・学習状況調査において、「授業でＩＣＴ機器を活
用したい」と思っている小学校６年生、中学校３年生の割
合

％
小6 82.8
中3 82.7

↑

成
果
指
標

【 分 析 等 】

（1）電子黒板やＩＣＴ機器などの情報機器の整備
・電子黒板の整備（３年計画の２年目）
⇒小学校（８校）： 57台、 中学校（６校）： 51台

・１人１台端末の整備（完了）
・高速大容量の情報通信インターネット環境の整備

【成果指標９】
・小学校、中学校ともに８０%以上⇒ 電子黒板などの情報機器の授業における活用により、

児童生徒のICT機器活用の意欲が高まっていることが
うかがえる。

【 方 向 性 】

（1）電子黒板やＩＣＴ機器などの情報機器の整備
・書画カメラの更新

■一人一台端末が整備され、日常的にICT機器に触れる機会が飛躍的に多くなったことから、
今後、以下の取組が必要

� 児童生徒の機器活用能力の育成

� 教職員の情報リテラシー、授業での効果的な機器活用

� 緊急時の端末の持ち帰りを想定した環境整備

令和６年度
（目標）

8
全国学力・学習状況調査において、教員が大型提示装置
（電子黒板、プロジェクター）などのＩＣＴを活用した授業を１
クラス当たり、ほぼ毎日行っていると回答した学校の割合

％
※未実施

（コロナの影響）
↑

No. 指標の名称 単位
令和２年度
（実績）

（2） プログラミング的思考を育む教育活動の充実 - A
学校教育課
指導主事

（3） 教員のＩＣＴ機器活用指導力の向上を図る取組の推進 - B
学校教育課
指導主事

【 取 組 】
【 評 価 】

所管
前年度 今年度

（1） 電子黒板やＩＣＴ機器などの情報機器の整備 － A
総務企画課
学校教育課

目標Ⅰ 自ら学ぶ意欲をもって、主体的に社会に関わり、新しい時代を生きる力を育てる

方針１ 新しい社会で生きる力の育成

施策５ 情報教育の充実
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石狩市教育委員会外部評価委員会の意見（令和元年度の取組に対する意見）

様々な体験的活動を通して得られた気づきを、自らの思いで次に繋げることのできる機会や場がよ
り多く常設されることを望みます。

成
果
指
標

【 分 析 等 】

■職業体験
・新型コロナウイルス感染症の影響で、全学校において中止。
⇒マナー講習や職業人を招いての講話の実施など、職業体験に代わるキャリア教育を実施

【 方 向 性 】

これまでの取組を継続し、児童生徒が自立的に自分の未来を切り拓いていく力を身に付ける手立
ての一つとして、キャリア教育があることを各学校に対し指導助言を行う。

令和６年度
（目標）

10
全国学力・学習状況調査において、「将来の夢や目標を
持っている」という小学校６年生、中学校３年生の割合

％
小6 75.4
中3 73.1

↑

No. 指標の名称 単位
令和２年度
（実績）

【 取 組 】
【 評 価 】

所管
前年度 今年度

（1）
学ぶことと働くことの繋がりを意識した、学習・体験活動・職
業体験の充実 － A

学校教育課
指導主事

目標Ⅰ 自ら学ぶ意欲をもって、主体的に社会に関わり、新しい時代を生きる力を育てる

方針１ 新しい社会で生きる力の育成

施策６ キャリア教育の充実
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成
果
指
標

【 分 析 等 】

(1)学校への手話出前授業の実施
・市内１６校（厚田学園は１校とする）のうち１５校が手話授業を実施し、ろう者への理解と、
手話が言語であることの理解を深めた。

【 方 向 性 】

� 全校における実施

� 実施回数の増

⇒ 手話を言語として認知する
⇒ 手話の理解の広がりを実感

令和６年度
（目標）

11 手話講習会等を年1回以上行った学校数 校 15 ↑

No. 指標の名称 単位
令和２年度
（実績）

【 取 組 】
【 評 価 】

所管
前年度 今年度

（1） 学校への手話出前授業の実施 － A 学校教育課

目標Ⅰ 自ら学ぶ意欲をもって、主体的に社会に関わり、新しい時代を生きる力を育てる

方針１ 新しい社会で生きる力の育成

施策７ 手話を通じた学びの推進
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石狩市教育委員会外部評価委員会の意見（令和元年度の取組に対する意見）

（3）
中学校の試験期間に合わせた小学校の家庭学習強化週
間の設定 － A 指導主事

令和６年度
（目標）

12
全国学力・学習状況調査において、児童生徒に家庭での
学習方法等を具体例を挙げながら伝えていると回答した
学校の割合

％
※未実施

（コロナの影響）
↑

No. 指標の名称 単位
令和２年度
（実績）

子育てに悩む親へのサポート体制を関係者と専門家との連携よる一層の充実を望みます。

13

全国学力・学習状況調査において、学校の授業時間以外
に、普段（月曜日から金曜日）、1日当たり「１時間以上」勉
強（学習塾で勉強している時間や家庭教師に教わっている
時間も含む）している小学校６年生、中学校３年生の割合

％
小6 64.1
中3 79.1

↑

14
放課後児童クラブ及び放課後子ども教室等の一体的又は
連携による実施箇所数

箇所 5 ↑

成
果
指
標

【 分 析 等 】

(4)あい風寺子屋事業による放課後学習支援の充実
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため回数減少
・年度後半は密にならないよう内容を工夫し実施

（5）放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の計画的な整備
・児童数やニーズに応じた開設準備及び廃止等を計画的に推進

【成果指標13】 小学校： 前年度比＋２．９Ｐ➚、 中学校： 前年度比＋２２．５Ｐ➚
⇒新型コロナウイルス感染症対応による一斉臨時休業による結果と考察

【 方 向 性 】

�各学校において家庭学習の習慣化に向けて取り組みがなされていることから、学校訪問の

際に取組状況を把握し、課題解決や一層の取組の推進に向けての指導助言を継続する。

（5） 放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の計画的な整備 － AA 子ども政策課

（2） 家庭教育及び子育てに関する各種講座の開催 － A 子ども政策課

（4） あい風寺子屋事業による放課後学習支援の充実 － A 社会教育課

【 取 組 】
【 評 価 】

所管
前年度 今年度

（1） 子育て世代の包括的な支援（家庭児童相談員等の配置） － A 子ども相談センター

目標Ⅰ 自ら学ぶ意欲をもって、主体的に社会に関わり、新しい時代を生きる力を育てる

方針２ 学びを支える家庭・地域との連携・協働の推進

施策８ 家庭教育支援の充実

16－16－



生活困窮世帯を含む様々な家庭の子どもへの支援の一層の充実を望みます。
石狩市のスクールソーシャルワーカー事業の成果を市内外に広めていかれることを期待します。

(1) 就学援助などによる経済的支援
・新型コロナウイルス感染拡大に伴い、離職・失業等により経済環境の激変があった世帯に
対して、失業者の前年収入を０円とみなして収入判定を行う等の臨時的な対応を行った。

(2) 教育（スクールソーシャルワーカー）と福祉（家庭生活支援員）による総合的な支援
・不登校、いじめ、児童虐待、問題行動など児童生徒や保護者の悩みや困りごとの解消に
向け、学校とともにスクールソーシャルワーカーが関係機関と連携を図り、効果的な支援を
行うことができた。

【 方 向 性 】

（1） 就学援助などによる経済的支援

� コロナ禍における柔軟な対応を継続し、必要な世帯に対し経済的支援を行う

石狩市教育委員会外部評価委員会の意見（令和元年度の取組に対する意見）

【 分 析 等 】

↑
成
果
指
標

No. 指標の名称 単位
令和２年度
（実績）

令和６年度
（目標）

15
スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）が行った相談の延べ
件数と家庭生活支援員が行った学習支援・家庭生活支援
の延べ件数

件
SSW 516

支援員 911

（4） 生活困窮等を要因とした、学習面での支援ニーズへの対応 － A
福祉総務課
教育支援課

（5）
地域団体による子どもの居場所づくりの支援（学習支援・
食事支援等） － A 子ども政策課

（2）
教育（スクールソーシャルワーカー）と福祉（家庭生活支援
員）による総合的な支援 － A 教育支援課

（3） 補充（放課後）学習の充実 － A 学校教育課

【 取 組 】
【 評 価 】

所管
前年度 今年度

（1） 就学援助などによる経済的支援 － A 学校教育課

目標Ⅰ 自ら学ぶ意欲をもって、主体的に社会に関わり、新しい時代を生きる力を育てる

方針２ 学びを支える家庭・地域との連携・協働の推進

施策９ 学びのセーフティネットの構築

17－17－



今年度

令和６年度
（目標）

16

全国学力・学習状況調査において、地域学校協働本部や
コミュニティ・スクールなどの仕組みを生かして、学校の美
化、登下校の見守り、学習・部活動支援、放課後支援、学
校行事の運営などの保護者や地域との協働による活動を
「よく行っている」と感じている学校の割合

％
※未実施

（コロナの影響）
↑

【 取 組 】
【 評 価 】

所管
前年度

成
果
指
標

No. 指標の名称 単位

（2）
コミュニティ・スクール（学校運営協議会）導入による地域一
体の学校運営 － A 総務企画課

「地域とともに歩む学校」が着実に推進されていると評価します。また、子どもにとって魅力ある学
校、保護者・地域の共感と協力を得られる教育活動の推進がより成果を収めるために、働き方改革
を踏まえ、教職員が一体となって挑戦できる条件整備を図り、充実されることを望みます。
学校支援地域本部事業を中心として、地域全体で子どもを育てていくという意識が一層醸成される
システムづくりを期待します。

↑

(1) 地域学校協働活動の推進
・学校支援地域本部対象校の新設（石狩八幡小）により、学校と地域が連携・協働して、
教育環境の充実を目指す体制づくりが進んだ

(2) コミュニティ・スクール導入による地域一体の学校運営
・石狩八幡小学校、厚田学園の開校を機に学校運営協議会を先行して設置した

【 方 向 性 】

� 地域コーディネーターを中心とした学校支援活動や環境整備を継続して推進するた

め、地域コーディネーターの確保とともに、新たな人材を発掘や育成を目指す

� 市内全学校への学校運営協議会設置を推進

石狩市教育委員会外部評価委員会の意見（令和元年度の取組に対する意見）

【 分 析 等 】

令和２年度
（実績）

17
全国学力・学習状況調査において、今住んでいる地域の
行事に参加している小学校６年生、中学校３年生の割合

％
小 57.8
中 34.3

目標Ⅰ 自ら学ぶ意欲をもって、主体的に社会に関わり、新しい時代を生きる力を育てる

方針２ 学びを支える家庭・地域との連携・協働の推進

施策10 学校を核とした地域づくり

（1） 地域学校協働活動の推進 － A 社会教育課

18－18－



成
果
指
標

【 分 析 等 】

(1) 学校ホームページの充実
・保護者、地域等への適時・適確な情報発信ができた
【参考】各学校のホームページ更新率（更新回数／登校日）： 平均 70パーセント

【 方 向 性 】

(1) 学校ホームページの充実

� 「開かれた学校」を推進するため、定期的な更新と適時・適確な情報発信を継続

令和６年度
（目標）

No. 指標の名称 単位
令和２年度
（実績）

【 取 組 】
【 評 価 】

所管
前年度 今年度

（1） 学校ホームページの充実 － A 学校教育課

目標Ⅰ 自ら学ぶ意欲をもって、主体的に社会に関わり、新しい時代を生きる力を育てる

方針３ 学びをつなぐ学校づくり

施策11 開かれた学校づくりの推進

19－19－



成
果
指
標

【 分 析 等 】

(1) 学校施設長寿命化計画の策定
・建築後30年以上が経過し、老朽化が進んでいる学校施設の点検を行い、現状を把握
するとともに、中長期的な視点に立って学校施設の維持管理等に係るコストの縮減及び
平準化を図ることを目的に長寿命化計画を策定した。

(2) トイレの洋式化
・洋式化率90％： ３校（花川南小、紅南小、浜益小）
・洋式化率80％： ７校（生振小、南線小、緑苑台小、双葉小、石狩中、花川中、花川北中）
※上記以外の学校は100％、 全校での洋式化率：86％

【 方 向 性 】

(2) トイレの洋式化

� 洋式化率100％に向けて、改修を進めていく

令和６年度
（目標）

18 学校トイレ洋式化の割合 ％
小 91.7
中 78.9

↑

No. 指標の名称 単位
令和２年度
（実績）

（2） トイレの洋式化 － A 総務企画課

（3） 教材教具設備・備品の整備 － A 学校教育課

【 取 組 】
【 評 価 】

所管
前年度 今年度

（1） 学校施設長寿命化計画の策定 － A 総務企画課

目標Ⅰ 自ら学ぶ意欲をもって、主体的に社会に関わり、新しい時代を生きる力を育てる

方針３ 学びをつなぐ学校づくり

施策12 学校施設・設備の整備・充実
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石狩市教育委員会外部評価委員会の意見（令和元年度の取組に対する意見）

学校、地域、市教委、関係機関が一体となりながら、子どもたちを見守るシステムやこども110番事
業のさらなる充実を望みます。

成
果
指
標

【 分 析 等 】

（3）通学路交通安全プログラムに基づく、点検・対策の実施
・各学校より要望のあった33箇所の内、花川南地域13箇所の点検・対策を実施

【 方 向 性 】

（2）情報セキュリティマニュアルの適正な運用及び教職員研修の実施

� １人１台端末と高速通信ネットワークなど学校ＩＣＴ環境の整備を踏まえ、令和３年度中に

情報セキュリティポリシー（指針）を策定
（3）通学路交通安全プログラムに基づく、点検・対策の実施

� 点検未実施の20箇所を次年度以降に実施

令和６年度
（目標）

19 学校の防犯カメラ設置状況 台
小 7校
中 5校

全校に設置

No. 指標の名称 単位
令和２年度
（実績）

（2）
情報セキュリティマニュアルの適正な運用及び教職員研修
の実施 － A 学校教育課

（3） 通学路交通安全プログラムに基づく、点検・対策の実施 － B 総務企画課

【 取 組 】
【 評 価 】

所管
前年度 今年度

（1） 危機管理マニュアルの整備、適切な運用と訓練の実施 － A 総務企画課

目標Ⅰ 自ら学ぶ意欲をもって、主体的に社会に関わり、新しい時代を生きる力を育てる

方針３ 学びをつなぐ学校づくり

施策13 安全な学校づくりを目指した環境の整備

21－21－



（6）
生活、学習規律、家庭学習時間等の小中でのスタンダード
化 － A 指導主事

（4） スタートカリキュラムの実施にかかる、幼保小の連携 － A 指導主事

成
果
指
標

【 分 析 等 】

（2） 保護者の幼児教育・保育等の選択の支援
・コンシェルジュが保護者のニーズの把握に努め、悩みに寄り添い、アドバイスや情報提供、
関係機関へのつなぎなど適切な支援を行うことができた。

（3） 保育士等の処遇改善と確保対策
・施設型給付費に係る処遇改善等加算の適用による処遇改善（市内全園）
・市内の認定こども園等に就職した者に「就職奨励金」を交付し、保育士の確保に努めた

【 方 向 性 】

(4) スタートカリキュラムの実施にかかる、幼保小の連携

�切れ目のない幼保小の連携を図りつつ、小１プロブレム解消につながるスタートカリキュラム

について、幼保小の教諭がその意義を明確にし、見直しを図るよう指導助言を行う。
(5) 中一ギャップの解消を目指した小中の連携

�出前授業の実施、小中スタンダードの策定や系統性を踏まえた教科等の接続など、学びの

連続性に係る取組の強化について指導助言を行う。

令和６年度
（目標）

20
全国学力・学習状況調査において、近隣の中学校（小学
校）と、教育課程に関する情報交換を「よく行った」と思って
いる学校の割合

％
※未実施

（コロナの影響）
↑

No. 指標の名称 単位
令和２年度
（実績）

（7） 校内研修への、学校間の相互参加 A 指導主事

（2）
保護者の幼児教育・保育等の選択の支援（子育てコンシェ
ルジュの配置） － AA 子ども政策課

（3） 保育士等の処遇改善と確保対策 － A 子ども家庭課

（5） 中一ギャップの解消を目指した小中の連携 － A 指導主事

【 取 組 】
【 評 価 】

所管
前年度 今年度

（1） 認定こども園などへの情報提供 － A 教育支援課

目標Ⅰ 自ら学ぶ意欲をもって、主体的に社会に関わり、新しい時代を生きる力を育てる

方針３ 学びをつなぐ学校づくり

施策14 学びの段階間の連携・接続の推進

22－22－



石狩市教育委員会外部評価委員会の意見（令和元年度の取組に対する意見）

「地域とともに歩む学校」が着実に推進されていると評価します。また、子どもにとって魅力ある学
校、保護者・地域の共感と協力を得られる教育活動の推進がより成果を収めるために、働き方改革
を踏まえ、教職員が一体となって挑戦できる条件整備を図り、充実されることを望みます。

※令和元年度実績は未集計。令和２年から集計を開始
し、令和２年度の実績値よりも割合を下げるという指標とす
る。

成
果
指
標

【 分 析 等 】

（2） 学校における働き方改革推進計画の実施、 （4） 働き方改革の実現に向けた環境整備
・令和２年度から、ICカード・カードリーダーを用いた出退勤時間の管理を実施し、客観的な
勤務時間の把握を実施

・計画で設定した「令和２年度までに達成する指標」について、４項目全てを達成
①部活動休養日の完全実施
②変形労働時間制の導入
③定時退勤日を月２日以上実施
④学校閉庁日を年９日以上実施

【 方 向 性 】

（2) 学校における働き方改革推進計画の実施、 （4） 働き方改革の実現に向けた環境整備

� 客観的な勤務時間の把握と情報の共有を進め、一月当たりの時間外勤務時間が

45時間を超える教職員の割合の逓減化を図り、教職員の負担軽減を進める。

令和６年度
（目標）

21
一月当たりの時間外勤務時間が45時間を超える教員の割
合

％ 25.8 ↓

No. 指標の名称 単位
令和２年度
（実績）

（4） 働き方改革の実現に向けた環境整備 A 学校教育課

（2） 学校における働き方改革推進計画の実施 － A 学校教育課

（3）
働き方改革に関する視点を盛り込んだ「学校経営方針」や
「重点目標」の設定 － A 学校教育課

【 取 組 】
【 評 価 】

所管
前年度 今年度

（1） 指導主事による学校訪問、学校ヒアリングの充実 － A 指導主事

目標Ⅰ 自ら学ぶ意欲をもって、主体的に社会に関わり、新しい時代を生きる力を育てる

方針３ 学びをつなぐ学校づくり

施策15 学校運営の改善

23－23－



成
果
指
標

【 分 析 等 】

(4) 学校・地域・家庭での「あいさつ運動」の実施
・新型コロナウイルス感染症が拡大したため、学校支援地域本部事業におけるボランティアの
関わりが減少したが、事業の中ではしっかりと「あいさつ運動」の取組をした。

【 方 向 性 】

(1) 防犯教室・防犯訓練の実施

� 学校支援地域本部事業において、地域ボランティアが子どもたちと関わることが、地域の

防犯につながると考え、今後も事業を推進する。

令和６年度
（目標）

No. 指標の名称 単位
令和２年度
（実績）

（4） 学校・地域・家庭での「あいさつ運動」の実施 － A 社会教育課

（2） 交通安全教室・自転車乗車マナー教室の実施 － A 教育支援課

（3） 災害に応じた避難訓練の実施 － A 総務企画課

【 取 組 】
【 評 価 】

所管
前年度 今年度

（1） 防犯教室・防犯訓練の実施 － A 教育支援課

目標Ⅰ 自ら学ぶ意欲をもって、主体的に社会に関わり、新しい時代を生きる力を育てる

方針３ 学びをつなぐ学校づくり

施策16 学校安全教育の充実
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成
果
指
標

【 分 析 等 】

（2）保護者への「考え、議論する道徳科授業」の公開
・すべての学校が「考え議論する道徳の授業」の推進に努めた
・新型コロナウイルス感染症の影響により多くの学校において「道徳科授業の公開」が未実施

【 方 向 性 】

（2）保護者への「考え、議論する道徳科授業」の公開

� 新型コロナウイルスの感染状況を考慮しつつ、地域住民や保護者へ「道徳科授業」を

積極的に公開し、道徳教育への理解と協力を得る契機とするよう、学校へ指導助言していく。

令和６年度
（目標）

22
全国学力・学習状況調査において、「自己肯定感や自尊
感情が高い」と感じている小学校６年生、中学校３年生の
割合

％
小6 70.5
中3 73.1

↑

No. 指標の名称 単位
令和２年度
（実績）

（2） 保護者への「考え、議論する道徳科授業」の公開 － Z 指導主事

（3） 他者を思いやる心の育成 － A 指導主事

【 取 組 】
【 評 価 】

所管
前年度 今年度

（1） 「道徳科」を基軸とした豊かな心の育成 － A 学校教育課

目標Ⅱ 思いやりと豊かな心・健やかな体をもって、多様な人々と共に支え合う人を育てる

方針４ 健やかな成長を促す取組の推進

施策17 道徳教育の充実

25－25－



石狩市教育委員会外部評価委員会の意見（令和元年度の取組に対する意見）

学校司書を通じて、学校と連携を取りながら子どもの読書離れの対応策の一層の検討を望みま
す。

成
果
指
標

【 分 析 等 】

(１) 学校独自の取組を支援
○児童生徒が本に親しむ機会の創出
・テーマを決めた本の特集展示や新刊図書の紹介
・クラス担任以外による読み聞かせ
・読書ノートの作成
・校内放送による教諭のおすすめ本の紹介
・本の福袋
⇒ 市内学校司書や市民図書館司書による支援体制の確立と学校との情報共有

（３） ブックスタート、家読の充実
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ボランティアによる読み聞かせ活動が未実施
⇒ 未就学児向けの絵本を紹介するブックリストの配布を実施

（4） 授業での市民図書館、学校図書館、学校司書の活用
・学校司書を通じて、学校図書館における蔵書の充実や読書活動の活性化につながる
情報交換などを実施
⇒ 毎月開催している学校司書連絡会議で、選書に関する情報提供
⇒ 授業に使用する本を学校に貸出し
⇒ 学校統合による除籍図書の有効活用

【 方 向 性 】

（3） ブックスタート、家読の充実

� ブックリストの配布などを通じた「本に触れるきっかけづくり」の推進

（4） 授業での市民図書館、学校図書館、学校司書の活用

� 各校と情報共有しながら計画的な学校図書館整備を推進

令和６年度
（目標）

23

全国学力・学習状況調査において、学校の授業以外で、
普段（月～金曜日） 、１日当たり「10分以上」読書（教科書
や参考書、漫画や雑誌は除く）をしている小学校６年生、
中学校３年生の割合

％
小 52.1
中 40.9

↑

No. 指標の名称 単位
令和２年度
（実績）

（4） 授業での市民図書館、学校図書館、学校司書の活用 － A 市民図書館

（2） 調べる学習コンクールの活用 － A 市民図書館

（3） ブックスタート、家読（うちどく）の充実 － A 市民図書館

【 取 組 】
【 評 価 】

所管
前年度 今年度

（1） 学校独自の取組を支援 － A 市民図書館

目標Ⅱ 思いやりと豊かな心・健やかな体をもって、多様な人々と共に支え合う人を育てる

方針４ 健やかな成長を促す取組の推進

施策18 読書活動の推進

26－26－



成
果
指
標

【 分 析 等 】

（2） 地域の様々な人々との交流や社会体験等の充実
・あい風寺子屋教室は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため回数は減少したが、
密にならない対策を講じて実施 （計画15回 → 実績10回）

（3） 児童館を拠点とする、子どもたちが主体的に取り組む体験活動の充実
・新型コロナウイルス感染症の影響により、体験活動が未実施

【 方 向 性 】

（3） 児童館を拠点とする、子どもたちが主体的に取り組む体験活動の充実

� 学校支援地域本部事業（あい風寺子屋教室）を活用し、地域の方の経験や特技等を

子どもたちに伝える取り組みを推進

令和６年度
（目標）

No. 指標の名称 単位
令和２年度
（実績）

（2） 地域の様々な人々との交流や社会体験等の充実 － A 社会教育課

（3）
児童館を拠点とする、子どもたちが主体的に取り組む体験
活動の充実（農村体験、けん玉チャレンジなど） － Z 子ども政策課

【 取 組 】
【 評 価 】

所管
前年度 今年度

（1） 奨励プログラムの活用（環境・人権・平和・国際理解） － A 学校教育課

目標Ⅱ 思いやりと豊かな心・健やかな体をもって、多様な人々と共に支え合う人を育てる

方針４ 健やかな成長を促す取組の推進

施策19 体験活動の推進

27－27－



成
果
指
標

【 分 析 等 】

【成果指標24】
「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け、授業改善が進んでいる。

小学校 ： 前年度比 －１．６P
中学校 ： 前年度比 ＋６．２P

【 方 向 性 】

�新型コロナウイルス感染症により「話し合う活動」が制限されている状況にあるが、

１人１台端末やICT機器を活用しながら、「主体的・対話的で深い学び」の実現に
向けた授業改善の推進に向けて学校訪問等を通して指導主事から指導・助言する。

令和６年度
（目標）

24
全国学力・学習状況調査において、「話し合う活動を通じ
て、自分の考えを深めたり、広げたりすることができてい
る」と感じている小学校６年生、中学校３年生の割合

％
小6 71.8
中3 76.6

↑

No. 指標の名称 単位
令和２年度
（実績）

（2） パートナースクールや小中間交流の効果的な活用 － A 指導主事

【 取 組 】
【 評 価 】

所管
前年度 今年度

（1）
実験レポートの作成や、立場や根拠を明確にして議論する
ことなどの充実（小中：総則、各教科等） － A 指導主事

目標Ⅱ 思いやりと豊かな心・健やかな体をもって、多様な人々と共に支え合う人を育てる

方針４ 健やかな成長を促す取組の推進

施策20 コミュニケーション能力の育成

28－28－



小 97.8
中 94.6

全ての児童生
徒が「思う」こと
を目指す

No. 指標の名称 単位
令和２年度
（実績）

（3）
いじめ等の問題行動や不登校の未然防止及び早期発見・
即時対応 － A 教育支援課

石狩市のスクールソーシャルワーカー事業の成果を市内外に広めていかれることを期待します。
不登校になりがちな児童生徒への学習権を保障する手立ての工夫など方向性に沿った支援の充
実を望みます。

26

不登校児童生徒のうち、学校復帰やふらっとくらぶ、フリー
スクールなどにつなげられた割合
※令和２年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上
の諸課題に関する調査及び道教委調査

％
小 42.9
中 40.3

↑

成
果
指
標

【 分 析 等 】

(1) 小中連携した「いじめ防止集会」の実施
・市内小中学校で取り組んだ活動内容を市ＨＰに掲載

(3) いじめ等の問題行動や不登校の未然防止及び早期発見・即時対応
(4) スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの活用

・積極的な認知と支援策の構築
⇒ いじめアンケート（年２回）・QU検査等の実施
⇒ 毎月報告される長期欠席報告に基づく調査
⇒ SSW、SCの連携

（5） 教育支援教室「ふらっとくらぶ」の活用
⇒ 22名（小1、中21）の児童生徒に対し、学校への復帰あるいは社会的な自立を支援
⇒ 主なプログラムは、午前の教科学習、午後の集団・個別活動及び体験活動を実施

【 方 向 性 】

石狩市教育委員会外部評価委員会の意見（令和元年度の取組に対する意見）

令和６年度
（目標）

25
全国学力・学習状況調査において、「いじめはどんなこと
があってもいけないことだ」と思っている小学校６年生、中
学校３年生の割合

％

（5） 教育支援教室「ふらっとくらぶ」の活用 － A 教育支援課

（2） ＳＮＳ等の適切な利用についての指導 － A 教育支援課

（4） スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの活用 － A 教育支援課

【 取 組 】
【 評 価 】

所管
前年度 今年度

（1） 小中連携した「いじめ防止集会」の実施 － A 教育支援課

目標Ⅱ 思いやりと豊かな心・健やかな体をもって、多様な人々と共に支え合う人を育てる

方針４ 健やかな成長を促す取組の推進

施策21 いじめの防止や不登校児童生徒への支援の取組の充実
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（2） 新体力テストの活用
・新型コロナウイルス感染症の影響で、全国体力・運動能力、運動習慣等調査は未実施
・体力テストは、感染状況を踏まえ、感染症対策を徹底した上で適切な時期に実施するよう
指導

（4） レクリエーション活動の推進
・スポーツまつりは、新型コロナウイルス感染症の影響で中止

（2） 新体力テストの活用
・児童生徒が自身の記録の変容を確認し、体力向上に向けた意欲向上につなげるため、
すべての小学校に対し、全学年で全種目の実施を促し、実態を把握するとともに、経年の
変化をとらえ、体力向上のための全体計画の策定、１校１プラン（体力）など特色ある取組
を推進するほか、運動の楽しさを知ることができる環境の中で、危機回避能力や自分の
成長を実感することができるよう指導助言する。

石狩市教育委員会外部評価委員会の意見（令和元年度の取組に対する意見）

体力１校１プランなどを通して、身体を動かすことの経験のより一層の充実を望みます。

【 分 析 等 】

↑

成
果
指
標

No. 指標の名称 単位
令和２年度
（実績）

令和６年度
（目標）

27
全国体力・運動能力、運動習慣等調査において、体力合
計点の全国平均値を50.0とした場合の小学校５年生、中学
校２年生の値

-
※未実施

（コロナの影響）

（4） レクリエーション活動の推進 － Z 総務企画課

（2） 新体力テストの活用 － A 指導主事

（3）
放課後の運動奨励、部活動指導の充実（外部指導者の活
用など） － A 学校教育課

【 取 組 】
【 評 価 】

所管
前年度 今年度

（1） １校１プラン（体力）に基づく体力の育成 － A 指導主事

目標Ⅱ 思いやりと豊かな心・健やかな体をもって、多様な人々と共に支え合う人を育てる

方針４ 健やかな成長を促す取組の推進

施策22 体力・運動能力の向上
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(2) 「いしかりふれあいＤＡＹ」「生活リズムチェックシート」の活用
・全校アンケート調査の結果、「生活リズムチェックシート」については、ほとんどの学校
が独自様式を採用し、生活習慣改善に向け様々な手法で指導をしていることを確認

(4)「アレルゲン明示献立」の配付、食物アレルギー対応給食の提供を継続
・希望するすべての児童生徒に「アレルゲン明示献立」を配付するとともに、食物アレルギー
対応給食を 提供することができた。

(5)栄養教諭を中心とした「食に関する指導」の実施
・昨年４月から５月末にかけて市立学校が臨時休業となったことから前年度より回数は
減ったものの、学校における地産地消や食育活動の推進を図ることができた。

【 方 向 性 】

(2) 「いしかりふれあいＤＡＹ」「生活リズムチェックシート」の活用

� 全校アンケート調査の結果から、多くの学校がスマホやＳＮＳの正しい使い方講座の実施

を求めていることが確認されたので、これらの意見を参考に今後の家庭教育事業を検討

30
学校給食における、米及び主要な野菜の全使用量のうち
石狩産食材の割合

％ 55.4 ↑

【 分 析 等 】

↑

29
全国学力・学習状況調査において、朝食を毎日食べてい
る小学校６年生、中学校３年生の割合

％
小 90.5
中 89.8

↑

成
果
指
標

No. 指標の名称 単位
令和２年度
（実績）

令和６年度
（目標）

28
全国学力・学習状況調査において、毎日、同じくらいの時
刻に寝ている小学校６年生、中学校３年生の割合

％
小 79.4
中 77.9

（4）
「アレルゲン明示献立」の配付、食物アレルギー対応給食
の提供を継続 － A 学校給食センター

（5） 栄養教諭を中心とした「食に関する指導」の実施 － A 学校給食センター

（2）
「いしかりふれあいＤＡＹ」「生活リズムチェックシート」の活用（ス
マートフォン等の使用時間、食事摂取、睡眠時間など） － A 社会教育課

（3） 学校給食「いしかりウィーク」の開催 － A 学校給食センター

【 取 組 】
【 評 価 】

所管
前年度 今年度

（1）
関係機関と連携した健康教育の充実（心肺蘇生講習（ＡＥ
Ｄ）、薬物乱用防止、がん教育など） － A

教育支援課
学校教育課

目標Ⅱ 思いやりと豊かな心・健やかな体をもって、多様な人々と共に支え合う人を育てる

方針４ 健やかな成長を促す取組の推進

施策23 健康・食育の推進
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(1) 「いしかり市民カレッジ」「石狩シニアプラザはまなす学園」などの推進・支援
・新型コロナウイルス感染症の影響により「いしかり市民カレッジ」等の講座開催数は減少

(2) 公民館講座等の充実
・家で過ごす時間を有意義にするため、プラモデル講座（公民館講座）を実施
・市が保有する過去の映像をデジタル化し、Ｙｏｕ Ｔｕｂｅ動画として公開する
「石狩映像アーカイブ配信事業」を実施し、歴史の移り変わりや魅力を効果的に伝え、
郷土愛を高めることに寄与した。

【 方 向 性 】

(2) 公民館講座等の充実

� 新型コロナウイルス感染対策を徹底した上で、講座等を充実させる

(3) 社会教育主事・社会教育支援スタッフの確保と育成

� 事業の実施や研修の受講を通じて社会教育主事の資質向上を目指す

石狩市教育委員会外部評価委員会の意見（令和元年度の取組に対する意見）

市民の多様化する学習ニーズを統合して生涯学習へと組織化するために、専門的スキルを有する
人材を育成し、活動を支援する体制を充実させることを望みます。

【 分 析 等 】

↑

32
社会教育主事、生涯学習アドバイザー、地域コーディネー
ターの人数

人 6 ↑

成
果
指
標

No. 指標の名称 単位
令和２年度
（実績）

令和６年度
（目標）

31
市教委や社会教育団体が行った市民向け講座等の開催
数

回 796

（4） 社会教育関係団体への専門的な指導・助言 － A 社会教育課

（5）
社会教育施設等の整備と施設の特性を活かした有効的な
活用 － A 社会教育課

（2） 公民館講座等の充実 － A 公民館

（3） 社会教育主事・社会教育支援スタッフの確保と育成 － A 社会教育課

【 取 組 】
【 評 価 】

所管
前年度 今年度

（1）
「いしかり市民カレッジ」「石狩シニアプラザはまなす学園」
などの推進・支援 － A 公民館

目標Ⅲ ふるさとへの愛着をもち、幅広い視野で新しい価値を創造し、活躍する人を育てる

方針５ 学びを活かす地域社会の実現

施策24 生涯学習の振興
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(1) ロビーコンサートなどのイベントの継続
・新型コロナウイルス感染症の影響により、ロビーコンサート等一部の行事が中止
⇒ 市民文化祭舞台部門の映像制作を実施
⇒ 親子参加型事業でアフリカンドラムの鑑賞を行う「AFRICAN DAY in 石狩」を実施

(4) 芸術文化活動への支援
⇒ コロナ禍の演奏家を支援するため、「今野くる美ピアノミニリサイタル」開催を支援

(6) 「情操教育プログラム」の開催
・新型コロナウイルス感染症の影響により、あい風コンサート等一部の行事が中止
⇒ 学校と調整がついたものは実施

【 方 向 性 】

� 新型コロナウイルス感染症対策を徹底するとともに、開催方法を工夫しながら
文化振興事業を実施していく。

石狩市教育委員会外部評価委員会の意見（令和元年度の取組に対する意見）

支援対象の拡大など、幅広い市民が参画できる芸術文化活動の振興を望みます。

（4） 芸術文化活動への支援 － A 社会教育課

【 分 析 等 】

↑
成
果
指
標

No. 指標の名称 単位
令和２年度
（実績）

令和６年度
（目標）

33
市教委が実施する体験活動の回数（情操教育プログラム
など）

回 6

（5） 各種コンクール・検定等への応募の奨励 － A 社会教育課

（6）
「情操教育プログラム」の開催（あい風コンサート・The
music など） － A 社会教育課

（2）
俳句のまち～いしかり～こども俳句コンテストの継続と「俳
句ガイド」の活用 － A 社会教育課

（3） 市民文化祭開催の支援 － A 社会教育課

【 取 組 】
【 評 価 】

所管
前年度 今年度

（1） ロビーコンサートなどのイベントの継続 － A 社会教育課

目標Ⅲ ふるさとへの愛着をもち、幅広い視野で新しい価値を創造し、活躍する人を育てる

方針５ 学びを活かす地域社会の実現

施策25 芸術文化活動の推進
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(1)～(3) 新型コロナウイルス感染症の影響
・ボランティア等による定例の「おはなし会」 ⇒ 一部中止
・図書館を賑わいの拠点とするイベント ⇒ 一部中止

� Ｗｅｂでイベントを開催や、おはなし会を戸外又は館内のフリースペースで実施。

⇒できる範囲で子どもたちに読書の楽しみを伝えた。（※コロナ禍における新たな取組）
・科学の祭典 ⇒ブースを出展した対面形式での開催が中止

� Ｗｅｂで実験映像を配信

� 市民図書館ボランティア作成のオリジナル布絵本を活用した読み聞かせ動画の配信。

⇒できる範囲を模索・工夫しつつ子どもたちに読書の楽しみを伝える活動を行った。
(5) 地域の歴史や情報を伝える資料の収集・提供

地域資料の受入れを積極的に行い、歴史の継承及び地元の動きを情報発信した

【 方 向 性 】

� 市民協働による取組を推進

� 多くの市民の学びや交流の拠点となるべく、事業を積極的にＰＲ

� 地域資料の継続的な収集、保存、提供に加え、特集展示の開催等により資料のＰＲに努める

石狩市教育委員会外部評価委員会の意見（令和元年度の取組に対する意見）

引き続き、図書館の新たな役割を模索し、取り組みの活性化とともに、利用者数の増加を期待しま
す。また、利用者の興味関心を引出す蔵書や資料の展示方法の工夫・充実を望みます。

36 ボランティアなどによるイベントの開催数 回 59 ↑

【 分 析 等 】

↑

35 司書研修等を行った回数 回 6 ↑

成
果
指
標

No. 指標の名称 単位
令和２年度
（実績）

令和６年度
（目標）

34 市民図書館（本館）の入館者数 人 127,726

（4） 新刊図書の購入や適切な除籍による蔵書の充実 － A 市民図書館

（5） 地域の歴史や情報を伝える資料の収集・提供 － A 市民図書館

（2） ボランティアによるおはなし会、ＤＶＤ上映会 － A 市民図書館

（3） 図書館まつり、科学の祭典などのイベントの充実 － A 市民図書館

【 取 組 】
【 評 価 】

所管
前年度 今年度

（1）
司書研修等によるレファレンスサービス（調べもの相談）の
充実 － A 市民図書館

目標Ⅲ ふるさとへの愛着をもち、幅広い視野で新しい価値を創造し、活躍する人を育てる

方針５ 学びを活かす地域社会の実現

施策26 図書館サービスの充実
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(2) テーマ展、体験講座、野外講座などの開催
・新型コロナウイルス感染症の影響により教育、研究、活動支援などの活動が大きく制約
⇒ 感染症対策などを講じて、計画通り３回のテーマ展、収蔵品展や体験講座を実施した

(3) 市民図書館や海浜植物保護センターなどと連携した講座や展示による学習機会の提供
・北海道博物館の「おうちミュージアム」との連携
⇒ 標本の作り方解説書の作成
⇒ 自然史紹介動画の公開

(4) 資料館や道の駅の情報コーナーを活用した情報発信の充実
・ドローン撮影による各種映像の活用
⇒ 厚田区のルーラン海岸をはじめ、市内の特徴的な自然・景観の映像を道の駅やWebで

公開
(5) 地域情報誌や石狩ファイルのホームページ公開等による情報発信の充実

⇒ 石狩ファイルに「厚田油田」「石狩地震」など３件を新たに追加

【 方 向 性 】

� 感染対策を徹底するとともに、開催方法を工夫するなどしてイベント等を開催するほか、

様々な媒体を活用した情報発信を継続する。

石狩市教育委員会外部評価委員会の意見（令和元年度の取組に対する意見）

様々な方策で、実物が身近に感じられる展示の工夫を望みます。

【 分 析 等 】

↑

38 資料館の延べ入館者数 人 1,643 ↑

成
果
指
標

No. 指標の名称 単位
令和２年度
（実績）

令和６年度
（目標）

37 ふるさと学習に関する講座等の開催数 回 4

（4）
資料館や道の駅の情報コーナーを活用した情報発信の充
実 － A 文化財課

（5）
地域情報誌や石狩ファイルのホームページ公開等による
情報発信の充実 － A 文化財課

（2） テーマ展、体験講座、野外講座などの開催 － A 文化財課

（3）
市民図書館や海浜植物保護センターなどと連携した講座
や展示による学習機会の提供 － A 文化財課

【 取 組 】
【 評 価 】

所管
前年度 今年度

（1） 総合的な学習の時間の活用 － A 学校教育課

目標Ⅲ ふるさとへの愛着をもち、幅広い視野で新しい価値を創造し、活躍する人を育てる

方針６ ふるさとを学ぶ機会の充実

施策27 ふるさとを学ぶ機会の充実
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（8）
石狩小学校校舎を郷土資料館として利活用するための検
討 - A 文化財課

これまでの成果にも敬意を表しつつ、６０周年を迎える郷土研究会の一層の発展を望みます。
文化財が収集され価値が見出され保護・保存されることは大変喜ばしいことです。今後さらに、官
民連携協力によって系統的に整備され人々の学習に供されることを望みます。

【 分 析 等 】

(1) 市内の特徴的な文化財の調査・把握
・明治から昭和に花畔を中心に撮影された写真フィルム、ガラス乾板等の収集と 展示公開

(4) 文化財、標本等の整理と保存環境の充実
・収集した資料の保管場所の整備
⇒ 旧石狩小学校等を整備

(6) 紀要等による研究成果の公表
・市内の自然、文化財の調査と研究を進め、紀要第10巻として刊行

� 新型コロナウイルス感染症に対応した博物館活動、文化財保護活用状況のあり方を考える

ことが求められた。

【 方 向 性 】

石狩市教育委員会外部評価委員会の意見（令和元年度の取組に対する意見）

成
果
指
標

No. 指標の名称 単位
令和２年度
（実績）

令和６年度
（目標）

（6） 紀要等による研究成果の公表 - A 文化財課

（7） 郷土研究会等の市民による調査研究活動への支援 - A 文化財課

（4） 文化財、標本等の整理と保存環境の充実 - A 文化財課

（5） 歴史、文化、自然についての研究活動の充実 - A 文化財課

（2） 歴史的価値のある文化資料の修復・公開 - A 文化財課

（3） 自然標本の収集、標本製作と資料館等での公開 - A 文化財課

【 取 組 】
【 評 価 】

所 管
前年度 今年度

（1） 市内の特徴的な文化財の調査・把握 － A 文化財課

目標Ⅲ ふるさとへの愛着をもち、幅広い視野で新しい価値を創造し、活躍する人を育てる

方針６ ふるさとを学ぶ機会の充実

施策28 文化・自然遺産の保護・保存・活用の推進
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点検及び評価に関する学識経験者の意見について 

 

 

 

点検及び評価の実施にあたっては、事業等の進捗状況を総括するとともに、課題や今後の取組の方向

性について、内部評価を行うと同時に、学識経験者の知見活用として、「石狩市教育委員会外部評価委員

会」から意見や助言をいただくこととしています。 

これらにより、点検及び評価の客観性を確保するとともに、いただいた意見等については、今後の施

策、事業等の展開に活用していきます。 

 

令和●年●月●日に外部評価委員会を開催し、次の意見等をいただきました。なお、会議録は、石狩

市ホームページ等にて公開しています。 

 

意見等の内容 

外部評価委員会では、６つの基本方針 28施策に関する多くの取組について、評価をいただきました。 

なお、本報告書においては、今後の本市教育行政へ参考となる視点や、課題に対する意見などについ

てのみ以下に掲載しています。 

 

１ 施策別の取組状況、分析・評価及び今後の方向性 

【目標Ⅰ 自ら学ぶ意欲をもって、主体的に社会に関わり、新しい時代を生きる力を育てる】 

 基本方針 1  新しい社会で生きる力の育成 

 

 

 

 

 

 基本方針２  学びを支える家庭・地域との連携・協働の推進 

 

 

 

 

 

 基本方針３  学びをつなぐ学校づくり 

 

 

 

 

 

【目標Ⅱ 思いやりと豊かな心・健やかな体をもって、多様な人々と共に支え合う人を育てる】 

 基本方針４  健やかな成長を促す取組の推進 

 

 

 

 

 

 
 

点検及び評価に対する学識経験者による意見について 
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点検及び評価に関する学識経験者の意見について 

【目標Ⅲ ふるさとへの愛着をもち、幅広い視野で新しい価値を創造し、活躍する人を育てる】 

 基本方針５  学びを活かす地域社会の実現 

 

 

 

 

 

 基本方針６  ふるさとを学ぶ機会の充実 
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資料１ 令和２年度年度の方針等 

（１）教育行政執行方針 

（令和２年第１回石狩市議会定例会） 

はじめに 

いよいよ新年度から、新しい小学校学習指導要領が施行されます。新要領では特に前文が置かれ、こ

れからの学校が目指すべき児童育成の方向性が示されております。「自己肯定感」「他者の尊重」「協働」

そして「社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となり得るようにす

る」ことであります。情報と知識がグローバルに、そして瞬時に行き交う一方で、日本では少子高齢化

と人口減少が急速に進む今日、私たちは、誰でも否応なしに、多様化する社会の中で変化の波をくぐり

続けて行かなければなりません。受け身ではなく、主体的・能動的に変化に向き合おうとする姿勢が大

切になります。このように考えるなら、新学習指導要領が示す方向性は、子どもたちだけでなく、全て

の現代人が生涯を通して目指すべき人格形成の姿と重なるとも言えるでしょう。 

教育委員会は、子どもたちはもとより、全ての市民が生涯にわたって質の高い学びを重ね、それぞれ

の成長に向けチャレンジすることができる環境を、この石狩市でしっかりと整備していくため、学校、

家庭、地域と連携しつつ、鋭意取り組んでまいります。 

こうした認識は、新年度スタートの次期教育プランでも共有し、本市教育の基本理念に「可能性への

挑戦」を加えるべく最終調整を進めているところであります。以下、新年度の重点的な施策について、

新プランの柱立てに即して、順次申し述べます。 

 

目標Ⅰ 自ら学ぶ意欲をもって、主体的に社会に関わり、新しい時代を生きる力を育てる 

（新しい社会で生きる力の育成） 

新学習指導要領の趣旨を踏まえ、確かな学力の育成のため、「基礎的・基本的な知識及び技能の習得」

「個に応じた指導の充実」「言語活動の充実」「学習習慣の確立」の４点を念頭に、全ての学習の基盤と

なる国語において、「正確に理解し適切に表現する資質・能力」を着実に身に付け、外国語教育や理数教

育などの充実につなげます。また、小学校５教科の指導者用デジタル教科書導入や、エキスパート・サ

ポーターの増員などで「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善を進めるとともに、「学力の

１校１プラン」の実施により、基礎学力の定着を一層確かにするよう努めます。 

特別支援教育については、一人ひとりのニーズに応じた途切れのない一貫した教育支援や、高い専門

性に基づく特別支援教育の推進を図るため、小学校の通級指導教室増設を検討するほか、就学前からの

教育相談の実施や、「個別の教育支援計画」の充実、特別支援教育支援員の適切な配置など、よりきめ細

やかな支援を行います。 

小学校５・６学年で教科化される外国語教育については、これまで小学校外国語活動巡回指導教員を

配置し、学級担任とのティーム・ティーチングや模範授業、教員研修の企画や教員への指導助言等によ

り、小学校教員の外国語活動等の指導力と英語力の向上に努めてまいりました。新年度は、その成果を

授業で発揮していくとともに、外国語を用いて主体的にコミュニケートする態度の育成と、英会話に繰

り返し挑戦できる機会の拡充を図るため、外国語指導助手（ＡＬＴ）を各学校に配置し、言語モデルの

提示や、児童生徒との会話、母国の言語や文化についての情報提供など、生きた外国語を学ぶ機会を充

実します。 

このほか、教育の情報化と情報活用能力の育成を図るため、電子黒板をはじめとするＩＣＴ機器の整

備拡充を行うとともに、これまでの先行実践の成果を活かしてプログラミング教育を教科横断的な視点

から教育課程に位置付け、情報モラルや情報手段の基本的な操作技能なども含めたトータルな情報活用

 
 

資 料 
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能力を育成する中で、プログラミング的思考の育成を図ります。 

また、石狩小学校と八幡小学校の統合により開校する石狩八幡小学校では、ＳＤＧｓも強く意識しつ

つ、郷土の歴史と地域の特性を活かした「ふるさと教育」を進め、同じく４月に本市初の義務教育学校

として開校する厚田学園では、乗り入れ授業を行うなどその特色を最大限活かしながら９年間の学びを

つなぎ、夢と自信を持ち、可能性に挑戦する児童生徒の育成を目標に、地域と学校が一体となってふる

さと厚田を愛する心を醸成する教育を進めます。 

 

（学びをつなぐ学校づくり） 

これまでの、地域が学校を支援するという考え方からさらに一歩進めて、義務教育の９年間で目指す

子ども像を地域、保護者と学校が共有し、これらの協働により学校づくりを進めるコミュニティ・スク

ールが新年度からスタートします。まずは石狩八幡小学校と厚田学園の２校に導入し、その成果や検証

をもって令和３年度に市内全校で一斉に導入できるよう取り進めます。 

また、南線小学校と紅南小学校のトイレの洋式化や花川南中学校の体育館床面の改修を行うほか、老

朽化が進んだ校舎の長寿命化計画を作成し、将来を見据えた改修・整備を図ります。 

このほか、幼児期の学びと育ちを児童期の教育につなげるため各校で策定するスタートカリキュラム

の実効性向上や、同一中学校区内の小学校と中学校の教育目標の要素を共有化するなど、幼児期から中

学校段階までを見通した教育を進めます。 

教員の長時間勤務の解消に向けては、専門スタッフ等の配置やＩＣＴ機器を活用した教材の共有化等

による授業準備等の支援、校務支援システムによる勤務時間の管理のほか、「時間外勤務時間の縮減」「部

活動休養日の実施」「定時退勤日・学校閉庁日の設定」などについて、引き続き「石狩市立学校における

働き方改革推進計画」に基づき取り組み、教員が本来担うべき業務に専念できる環境の整備に努めます。 

 

目標Ⅱ 思いやりと豊かな心・健やかな体をもって、多様な人々と共に支え合う人を育てる 

（健やかな成長を促す取組の推進） 

特別の教科として位置付けられた道徳科を基軸とした豊かな心の育成、人権を尊重した教育による他

者を思いやる心の育成のほか、地域の様々な人々との交流や体験活動などを通して、自己肯定感や自尊

感情を醸成します。さらに、保護者等に道徳科の授業を公開し、家庭や地域との連携を図ります。 

豊かな人間性を育む上で読書は大切です。ブックスタートや家読（うちどく）など本との出会いをサ

ポートするとともに、学校図書館の充実を図るため、学校司書の配置・派遣により適切な蔵書構築を行

うなど、読書に親しみ、ものの見方・感じ方・考え方を広げ、深める活動を継続して進めます。 

いじめの防止や不登校児童生徒への支援については、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワ

ーカーを活用した教育相談体制の充実、ふらっとくらぶによる支援など、未然防止と早期発見・早期対

応を進めます。 

本市の小中学生の体力・運動能力は向上傾向にありますが、この傾向をさらに定着させるため、「体力

の１校１プラン」や新体力テストの活用を継続します。 

また、関係機関と連携した健康教育や栄養教諭を中心とした食に関する指導により、健康な食生活に

対する児童生徒の関心を高めるほか、学校給食センターでは、石狩産食材のより一層の活用も意識しな

がら安心安全な学校給食を提供するとともに、大人を対象とした食育講座を開催し、本市食育の拠点と

しての役割も果たしてまいります。 

 

目標Ⅲ ふるさとへの愛着をもち、幅広い視野で新しい価値を創造し、活躍する人を育てる 

（学びを活かす地域社会の実現） 

市民一人ひとりの学びへの意欲を喚起し、潤いのある生活と活力ある地域づくりを推進するため、多

くの市民が集い、生涯にわたる主体的で多様な学びを実践する「いしかり市民カレッジ」との協働、市
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内文化振興に取り組む「石狩市文化協会」への支援のほか、「シニアプラザはまなす学園」や「古老の話

を聞く会」など市が主催する事業の内容充実に努めます。 

また、社会教育支援スタッフの確保と育成を継続するほか、老朽化している公民館については、改修

や移転など様々な手法を引き続き検討し、最も適切な対策を見いだすよう努めます。 

開館 20周年を迎える市民図書館では、図書館まつりや科学の祭典をはじめ、市民とともに歩んできた

足跡を記念するイベントや講演会を開催するとともに、新年度スタートの次期石狩市民図書館ビジョン

と子どもの読書活動推進計画に基づく施策を着実に進め、これからも幅広く多くの市民に愛される図書

館を目指します。 

 

（ふるさとを学ぶ機会の充実） 

将来、様々なステージで活躍する子どもたちが、ふるさと石狩への愛着と誇りを持つことができるよ

うに、総合的な学習の時間の活用やテーマ展、体験講座、野外講座などの開催により、ふるさとを学ぶ

機会の充実を図ります。また、資料館や道の駅の情報コーナーを活用した情報発信を引き続き進めるほ

か、道内最古の円形校舎を有する石狩小学校の今後の活用を見据え、将来収蔵すべき資料の分類整理に

着手します。 

  

むすび 

教育は、人づくりです。一人ひとりの市民が、個人の資質・能力を最大限伸長し、他者と協働し、自

らの感性や創造性を発揮しつつ、新しい価値を創造する、その契機を提供することが教育の役割です。

そしてそのような市民が育つということは、本市が、さまざまな課題を乗り越え、まちの未来を切り拓

いていくために欠かせない基盤を築くことにつながると言えるのではないでしょうか。新年度におきま

しても、市長部局と緊密に連携しながら、各般の教育施策に全力で取り組むことを通して、現在そして

将来における、より良い石狩市づくりに貢献してまいりたいと存じます。 

市民並びに市議会議員の皆様の一層のご支援とご協力を心からお願い申し上げ、令和２年度の教育行

政執行方針といたします。 
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緊急事態宣言（特定措置区域指定）を受けた市教委の対応（8/27～9/12） 

・ 生活圏の感染状況は、本市の直近２週間の感染者数及び感染者の増加状況からレベル３と判断する。       

■石狩市感染者数 8月1日～7日 ： 31人   8月8日～14日 ： 42人   8月15日～21日 ： 41人 

※ 石狩市の感染者数を人口１０万人あたりの感染者数に換算すると、8/1-8/7⇒53 人、8/8-8/14⇒72 人、8/15-

8/21⇒71人となり、１０万人あたり２５人以上の「ステージ５」に該当します。 

・ 学校に対しては、R3.8.26 付け教健体 535 号通知（以下「道教委通知」）に基づき、感染症対策の徹底

とともに、学校衛生管理マニュアル（以下「マニュアル」）の「身体的距離の確保」「教科等について」の

レベル３の各項目に沿った対応を求める。 

・ 部活動については、道教委通知の趣旨を踏まえ、中体連、各団体が主催する全道、全国に直結する大

会等に出場する部活動に限り、時間や人数、場所等を厳選し、各団体のガイドラインやマニュアルに基

づき、感染症対策を徹底した上で実施すること。また、活動場所は自校内に限定して実施すること。

（「自校内」については、令和３年８月１８日付け教健体第５０９号「「まん延防止等重点措置」期間の延長

及び区域の拡大について」における「３．部活動の活動場所の考え方」を適用すること） 

・ 大会等への参加は校長判断の下で行い、参加にあたっては、健康観察カードによる体温・体調管理の

徹底に努め、主催者の感染症対策に係る留意事項や指示を順守すること。 

・ 学校給食については、マニュアルではレベル３地域では提供困難とされているが、道教委通知では提

供停止ではなく感染症対策の徹底を求めていることから、通常の給食を提供する。同時にR2.5.26付

け教健体 151-2 号通知で示されたレベル２，３地域の追加事項のうち、「喫食する各教室に必ず教職

員を配置」「食物アレルギー情報の教職員での共有」「学校給食調理場における衛生管理」について、

各学校及び給食センターに徹底する。なお、同通知の追加事項のうち「教職員による盛り付け・配膳」

については、通常給食での実施には困難が伴うことを踏まえ、各学校が、それぞれの実情に合わせ、

感染防止に十分配慮した盛り付け・配膳方法を採用することを妨げない取扱いとする。 

・ 集団宿泊的行事は、実施を見合わせること。また、運動会・体育祭等の学校行事については、分散、縮

小など、感染症対策を十分講じて実施する場合についてのみ実施可能であること。 

・ 臨時休業や出席停止等により、やむを得ず学校に登校できない児童生徒に対しては、家庭環境やセ

キュリティに留意しつつ、双方向のコミュニケーションによる健康観察をはじめ、学習課題や授業動画

等の配信によりオンライン学習を実施することも含め、可能な手段により学びを保障すること。 

・ 道内でもデルタ型のウイルスがまん延している状況を踏まえ、学校の感染症対策について、改めて電

子メールや学校だより等により情報発信に努め、家庭の協力を得ること。また、各家庭において、家族



に風邪症状や PCR 検査を受検する者がいる場合には、児童生徒は出席停止として自宅で休養する

とともに確実に学校へ連絡するよう協力を得ること。 

学校衛生管理マニュアル vol６－学校の行動基準（レベル2・レベル3）－ 

 レベル２ レベル３ ※１ 

ステージと
の関係※２ 

・ 国のステージⅡ～ステージⅢ 

・ 道のステージ２～ステージ４ 

・ 国のステージⅢ～ステージⅣ 

・ 道のステージ４～ステージ５ 

身体的距離
の確保※３ 

・ １ｍを目安に学級内で最大限の距離をとるよ
う座席を配置 

・ 児童生徒の間隔を、できるだけ２ｍ程度、最
低でも１ｍ確保できるよう座席を配置 

教科等につ
いて 

右に掲げる活動は、可能な限り感染症対策を
行ったうえで、リスク低い活動から徐々に実
施。この場合でも特にリスク高い次の活動は実
施について慎重に検討する。教委は、次の活動
についての実施状況を把握し、感染症対策が
不十分なときは必要な指導助言と注意喚起を
行う。 
・ 児童生徒が長時間近距離で対面するグルー
プワーク、近距離で一斉に大きな声で話す
活動 

・ 音楽→室内で児童生徒が近距離で行う合
唱、リコーダーなどの管楽器演奏 

・ 家庭→児童生徒が近距離で活動する調理実
習 

・ 体育→児童生徒が密集する運動、近距離で
組み合ったり接触したりする運動。 

次の活動は感染症対策を講じてもなお感染リ
スクが高いので、行わないようにする 

・ 児童生徒が長時間近距離で対面するグルー
プワーク、近距離で一斉に大きな声で話す
活動 

・ 理科→児童生徒が近距離で活動する実験、
観察 

・ 音楽→室内で児童生徒が近距離で行う合
唱、リコーダーなどの管楽器演奏 

・ 図工→児童生徒が近距離で活動する共同制
作や鑑賞の活動 

・ 家庭→児童生徒が近距離で活動する調理実
習 

・ 体育→児童生徒が密集する運動、近距離で
組み合ったり接触したりする運動。緊急事態
宣言下では、なるべく個人の活動とし、パス
練習などは十分な距離を空けるとともに、運
動時以外のマスク着用を徹底する。 

部活動 ・ 可能な限り感染症対策を行ったうえで、リス
クの低い活動から徐々に実施。密集する運
動、近距離で組み合う・接触する場面が多い
活動や向かい合って声を出す活動の実施は
慎重に検討する 

・ なるべく個人での活動とし、少人数で実施す
る場合は十分な距離を空ける。密集する運
動、近距離で組み合う・接触する場面が多い
活動や向かい合って声を出す活動は行わな
いようにする 

・ 緊急事態宣言下では、学校が独自に行う練
習試合や合宿を一時的に制限するなど警戒
を 

給食等の喫
食 

・ 通常の学校給食の提供方法に徐々に戻して
いくとともに、感染者が確認された場合はレ
ベル３対応とするなど柔軟に対応を 

・ 通常の提供方法による学校給食の提供は原
則として困難。必要な栄養摂取ができる範囲
で品数削減、弁当の提供などの工夫が考え
られるが、それも困難なときは簡易給食の実
施も。 

※１ 緊急事態措置は都道府県単位だが、学校教育活動は、児童生徒や教職員の生活圏（保護者の通勤圏も考慮）

におけるまん延状況により判断。どのレベルに該当するかは、地域のまん延状況や医療提供体制等の状況を踏

まえ、地方自治体の衛生主管部局及び首長と相談のうえ、学校の設定者において判断する。 

※２ 国の基準は、ステージⅢ≒まん延防止等重点措置、ステージⅣ≒緊急事態宣言。ただし指定等はその都度総

合的に判断。 

※３ 座席間隔に一律にこだわるのでなく、頻繁な換気等を組み合わせるなど、現場の状況に応じて柔軟に対応す

ること。 



政府備蓄米を活用した学校給食の提供について

石狩市学校給食センター及び石狩市厚田学校給食センターでは、農林水産省

の政府備蓄米交付の制度を活用し、無償提供される北海道産のきらら３９７を

活用した学校給食を提供します。

１ 制度の名称

農林水産省所管の学校給食用等政府備蓄米交付要領

２ 制度の目的

児童・生徒等に「米の備蓄制度」、「ごはん食の重要性」を理解していただく

ために、学校給食等に使用する米の一部に対し政府備蓄米を無償で交付する。

３ 交付対象

（１）学校等給食用

（２）学習教材用

（３）試食会

（４）食事提供団体（子ども食堂等）及び食材提供団体（子ども宅食）における

食育用

４ 交付要件

学校等給食用の場合、米飯給食の実施回数を前年度よりも増加させること。

５ 無償提供される政府備蓄米の概要

（１）産地：北海道（古米ではなく、直近の令和２年産）

（２）品種銘柄：きらら３９７（等級：１級）

（３）数量 3,060kg（玄米）

（４）引渡場所：樽川公園横の北菱産業埠頭株式会社

６ 提供年月（予定）

令和３年 11 月に計６回提供

※８月から９月は、夏季の品質劣化を回避するため配送されない。
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